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平成２９年第３回東洋町議会定例会 平成２９年９月１３日 水曜日 

議事のてんまつ 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（今宮 裕明議長） 

おはようございます。 
ただいまの出席議員は全員であります。 
直ちに、平成２９年第３回東洋町議会定例会を開会します。 

 

（再開時間：午前９時００分） 

 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおり、議案として、決

算認定９件、補正予算５件、発議２件、議員派遣１件、閉会中の

継続審査、調査の申出１件の計１８件、それと一般質問でありま

す。 
日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。 

まず、９月７日に、決算審査特別委員会を開催し、その報告書

が届いております。 

次に、９月７日に、産業建設常任委員会、並びに、総務教育民

生常任委員会をそれぞれ開催し、その報告書が届いております。 

まず、産業建設常任委員長から、本定例会で付託を受けた、「道

路整備に係る国の財政上の特別措置に関する法律、第２条に規定

する国の負担又は補助の割合の特例の継続等に関する意見書」

は、採択との報告がありました。 

次に、総務教育民生常任委員長からは、本定例会で付託を受け

た、「全国森林環境税の創設に関する意見書」は、採択との報告

がありました。 

以上をもって、諸般の報告を終わります。 
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決算審査特別委員

長 

 

 

 

 

 

日程に入ります。 

日程第１、認定第１号、平成２８年度東洋町一般会計歳入歳出

決算の認定についての件を議題とします。 
質疑について、まず、本会議で提出された、すべての議案に対

し、１人１時間以内、答弁時間も１時間以内とし、一問一答方式

で行います。また、議会会議規則第５４条の規定により、発言は

すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、またはその範囲を

超えてはならず、質疑に当たっては、自己の意見を述べることが

できないことになっております。 
その規定に反すると認めるときは、同規則第２項の規定により

注意し、なお、従わない場合は、発言を禁止します。 
なお、議会会議規則第６４条の２の規定により、執行部は、議

員の質疑に対し反問できますので、反問する場合は、反問します

と発言のうえ、挙手願います。 
 

本案については、決算審査特別委員会に付託してありましたの

で、審査結果について、委員長の報告を求めます。 

平山決算審査特別委員長。 

 

（平山 照生決算審査特別委員長） 

決算審査特別委員会より報告いたします。  

９月７日に、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成

２８年度東洋町一般会計歳入歳出決算について審査を行いま

した。質疑、答弁の主な内容を報告します。  

なお、質疑、答弁の詳細については、報告書を、ご参照くだ

さい。 
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まず、歳入では、民生費負担金の不納欠損額１５４万１６２

０円については、平成１３年から２２年までの保育料の滞納分

で、低所得者で５年時効分を不納欠損処分したものであるなど

の質疑、答弁がありました。 

続いて、歳出の総務費では、固定資産台帳整備支援業務委託

料７６０万５１００円については、国からの指導で、平成２７

年度末時点での市町村の固定資産を調査したものである。 

次に、民生費では、在宅介護手当９７３万６千円については、

平成２９年３月末での利用者は２６名で、月４万円を支給して

いる。 

次に、衛生費では、野根川清流保全協議会補助金５７万６７

４３円については、野根川桜祭りや草刈りに係る費用を補助し

ている。 

次に、農林水産業費では、東洋町遊休農地等有効活用事業補

助金１１４万７５００円については、２件分に対する補助で、

２年間の耕作義務が条件である。 

次に、商工費では、地域エネルギー供給拠点整備事業費補助

金１５２万５千円については、野根地区のガソリンスタンドの

経営を継続するための設備改修補助金である。 

次に、土木費では、老朽住宅除却事業補助金１１１８万４８

００円については、１２件分である。 

次に、消防費では、衛星携帯電話購入費４９万６８００円に

ついては、２機購入して、生見地区防災備蓄倉庫と野根地区防

災活動拠点施設へ配備している。 

最後に、教育費では、スクールガードリーダー報償費１１０

万円については、野根、甲浦地区で各１名、月１０日間の出務
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７番議員 

であるが、ほぼ毎日出務している状況であるなどの質疑、答弁

がありました。 

慎重に審査した結果、本案についての賛成は、西岡、小野、

武山、小松、高畠、福島委員の６名、反対は、田島委員の１名

により、賛成多数をもって原案のとおり可とすることに決しま

した。 

以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。 

 

（今宮 裕明議長） 

以上で、決算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりまし

た。 

お諮りします。 

委員長に対する質疑については省略し、直ちに討論を行いたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

異議なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論は、議題となっている問題に対する自己の賛否の意見表明

であり、自己の意見を、他の議員に賛同させることであります。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

（自席より、はい、議長と発言あり。） 

７番、田島毅三夫君、反対討論ですか。 

（自席より、はいと発言あり。） 

 

（田島 毅三夫議員） 

平成２８年度の一般会計決算認定への反対討論でございます。 
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議長 

１つ、災害時要配慮者避難支援対策事業臨時職員賃金が１５４

万９千円支出されておりますが、この認定に対しての反対討論で

ございます。 

この事業は、６年前から取組む、震災や台風などの災害時に、

１人で逃げられない方の避難を援護、支援する計画書策定のため

の臨時職員賃金ですが、そのデータは、個人情報であり、議員に

も公開できないとされております。２８年度データでは、１人で

避難できない方が４９７人おられて登録され、その方を避難支援

する方が７０人登録されております。 

しかし、誰が誰をどこへどうやって避難支援するのか、まった

く計画ができていません。というより、１人が７人を援護すると

いう計画自体が不可能であり、計画策定ができないのでありま

す。 

また、年に一度調査をしていると言いますが、日々刻々変化す

る住民さんの心身の症状変化を、１年に一度の調査で把握できる

のでしょうか。こうした、使用できない無駄なシステム補修を４

９万円も出して業者に委託しているのであります。 

その改善には、互いの状況を知り合った近所同士が避難場所ご

とにグループを立上げ、いざの時には１人で逃げられない方を共

助するシステムを作り、支援者のいない所には、職員や消防など

で援護に入ろうと提案しておりますが、無視され続けておりま

す。こうした実行不能な無駄事業費の決算認定には、議員として

認めることはできない。 

よって、反対討論といたします。以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 
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７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

（自席より、あと２問あるが一度に言うのかと発言あり。） 

この件については１回だけでしょ。 

（自席より、一般会計の認定についてと発言あり。） 

１つ１つ片付けていきましょう。 

暫時、休憩します。 

 （休憩時間：９時１１分） 

 討論についての確認。 

 

 再開します。 

 （再開時間：９時１２分） 

 

（田島 毅三夫議員） 

 申し訳ありません。 

それでは、２つ目の冷蔵施設の水道料９６０円の決済への反対

討論でございます。 

 このことは、過去から何度も提案をし、注意もしてきましたが、

未だに明確な稼働計画も出さず、放置されている冷凍施設が２８

年度も水道料のみ支出されております。このままでは、畜養施設

同様施設の管理活用の怠りを指摘され、補助金返還命令が出るお

それがあります。その対応を放棄した事業決算には反対したい、

これが２つ目の反対討論でございます。 

３つ目に、もう１つあります。農業委員会委員報償費６８万８

千円が支出されておりますけれども、この認定について反対討論

させていただきます。 

町農業委員会委員は、以前から地目変更などの申請書の審査の
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

みで、衰退一方の町農業の振興や再生を図るという大きな責務を

放棄されてきました。 

２８年８月に、今までのような人数を揃える調定認定を廃止

し、有意である、やる気のある委員を選んで、農業再生を行うと

いう国の方針に沿い、町長任命という選任規定に改定され、１０

人が選任されております。 

（他に発言があったが、議長から発言の取り消しを命じられたた

め、この部分の発言は、公開用の会議録からは削除した。） 

 

（今宮 裕明議長） 

ちょっとあなた、良いですか、 

 

（田島 毅三夫議員） 

しかし、農業再生を掲げた新委員会では、以前同様・・・ 

 

（今宮 裕明議長） 

田島議員、そういう発言は止めてください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

よっしゃ分かった、了解。 

しかし、農業再生を掲げた新委員会では、以前同様、許認可申

請を審査のみで、肝心の農業再生協議が行われていないと事務局

から聞いています。 

 

（今宮 裕明議長） 

休憩します。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

（休憩時間：９時１５分） 

 田島議員発言に対する注意及び発言の取消。 

 

 再開します。 

 （再開時間：９時１６分） 

 

 次に、賛成者の討論はありませんか。 

 （自席より、はいと発言あり。） 

 ８番、西岡尚宏君。 

 

（西岡 尚宏議員） 

２問、賛成討論をしたいと思います。 

冷凍施設の件ですが、何年かに渡り、色々漁協も苦労しながら

やっと来年ですかね、国の儲ける漁業で、色々活用を考えておる

みたいですので、それと、農業委員会のことですが、私も元は農

業委員会の委員でしたが、新しく町長が選んだ農業委員は適切に

やっておると思いますので、私は賛成したいと思います。 

これで、賛成討論を終わります。 

 

（今宮 裕明議長） 

他に討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、認定第１号、平成２８年度東洋町一般会計歳入歳出

決算の認定についての件を挙手により採決します。 
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決算審査特別委員

長 

 

 

 

 

本案に対する特別委員長の審査結果報告は、認定するものであ

ります。 

委員長の報告のとおり、認定することに、賛成の諸君の挙手を

求めます。 

挙手多数（賛成７人 反対１人）であります。 

よって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

日程第２、認定第２号、平成２８年度東洋町住宅新築資金等貸

付事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題としま

す。 

本案については、決算審査特別委員会に付託してありましたの

で、審査結果について委員長の報告を求めます。 

平山決算審査特別委員長。 

 

（平山 照生決算審査特別委員長） 

決算審査特別委員会より報告いたします。  

９月７日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２

８年度東洋町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算に

ついて審査を行いました。質疑、答弁の主な内容を報告します。  

なお、質疑、答弁の詳細については、報告書をご参照くださ

い。 

貸付金収入未済額３億２８４７万９７５９円の今後の対応に

ついては、個々に対応しているが、対応に応じない場合は、裁

判所において所定の手続きをとるなどの、質疑、答弁がありま

した。 

慎重に審査した結果、本案についての賛成は、西岡、小野、
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武山、小松、高畠、福島委員の６名、反対は、田島委員の１名

により、賛成多数をもって原案のとおり可とすることに決しま

した。 

以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。  

 

（今宮 裕明議長）  

以上で、決算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりまし

た。 

お諮りします。  

委員長に対する質疑については省略し、直ちに討論を行いた

いと思いますが、これにご異議ありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

異議なしと認めます。  

これより討論を行います。  

まず、反対者の討論はありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

賛成者の討論はありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

他に討論はありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これより、認定第２号、平成２８年度東洋町住宅新築資金等

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を、挙手に

より採決します。  

本案に対する特別委員長の審査結果報告は、認定するもので
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あります。  

委員長の報告のとおり、認定することに、賛成の諸君の挙手

を求めます。  

挙手多数（賛成７人 反対１人）であります。  

よって、本案は原案のとおり、認定することに決定しました。 

 

日程第３、認定第３号、平成２８年度東洋町国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題とします。 

本案については、決算審査特別委員会に付託してありましたの

で、審査結果について、委員長の報告を求めます。 

平山決算審査特別委員長。 

 

（平山 照生決算審査特別委員長） 

決算審査特別委員会より報告いたします。  

９月７日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２

８年度東洋町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について

審査を行いました。  

質疑、答弁の主な内容を報告します。  

なお、質疑、答弁の詳細については、報告書をご参照くださ

い。 

収入未済額２１２５万３０４５円については、年々減少傾向

にあり、５年前と比較しても、約３分の１にまで減少している

などの質疑、答弁がありました。  

慎重に審査した結果、本案についての賛成は、西岡、小野、

武山、小松、高畠、福島委員の６名、反対は、田島委員の１名

により、賛成多数をもって原案のとおり可とすることに決しま
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した。 

以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。  

 

（今宮 裕明議長）  

以上で、決算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりまし

た。 

お諮りします。  

委員長に対する質疑については省略し、直ちに討論を行いた

いと思いますが、これにご異議ありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

異議なしと認めます。  

これより討論を行います。  

まず、反対者の討論はありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

次に、賛成者の討論はありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

他に討論はありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これより、認定第３号、平成２８年度東洋町国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定についての件を、挙手により採決し

ます。 

本案に対する特別委員長の審査結果報告は、認定するものであ

ります。 

委員長の報告のとおり、認定することに、賛成の諸君の挙手を
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求めます。 

挙手多数（賛成７人 反対１人）であります。 

よって、本案は原案のとおり、認定することに決定しました。 

 

日程第４、認定第４号、平成２８年度東洋町介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての件を議題とします。 

本案については、決算審査特別委員会に付託してありましたの

で、審査結果について、委員長の報告を求めます。 

平山決算審査特別委員長。 

 

（平山 照生決算審査特別委員長） 

決算審査特別委員会より報告いたします。  

９月７日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２

８年度東洋町介護保険事業特別会計歳入歳出決算について審査

を行いました。質疑、答弁の主な内容を報告します。  

なお、質疑、答弁の詳細については、報告書をご参照くださ

い。 

保険料の滞納処分の強化を図ったことにより、徴収率が上が

り、収入未済額が減少したなどの質疑、答弁がありました。  

慎重に審査した結果、本案についての賛成は、西岡、小野、

武山、小松、高畠、福島委員の６名、反対は、田島委員の１名

により、賛成多数をもって原案のとおり、可とすることに決し

ました。  

以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。  

 

（今宮 裕明議長）  
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以上で、決算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりまし

た。 

お諮りします。 

委員長に対する質疑については省略し、直ちに討論を行いたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

異議なしと認めます。 

これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、認定第４号、平成２８年度東洋町介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての件を挙手により採決します。 

本案に対する特別委員長の審査結果報告は、認定するものであ

ります。 

委員長の報告のとおり、認定することに、賛成の諸君の挙手を

求めます。 

挙手多数（賛成７人 反対１人）であります。 

よって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

日程第５、認定第５号、平成２８年度東洋町介護サービス事業

特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題とします。 

本案については、決算審査特別委員会に付託してありましたの



１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決算審査特別委員

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

で、審査結果について、委員長の報告を求めます。 

平山決算審査特別委員長。 

 

（平山 照生決算審査特別委員長） 

決算審査特別委員会より報告いたします。  

９月７日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２

８年度東洋町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算について

審査を行いました。質疑、答弁の主な内容を報告します。  

なお、質疑、答弁の詳細については、報告書をご参照くださ

い。 

ホームヘルプサービス事業委託料１２５９万５１６６円につ

いては、町社会福祉協議会へ委託している事業で、３１名が利

用しており、その人件費と事務費である。との質疑、答弁があ

りました。  

慎重に審査した結果、本案については賛成全員で、原案のと

おり、可とすることに決しました。  

以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。  

 

（今宮 裕明議長） 

以上で、決算審査特別委員長の審査結果の報告が終わりまし

た。 

お諮りします。 

委員長に対する質疑については省略し、直ちに討論を行いたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

異議なしと認めます。 
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これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

 （自席より、なしと発言あり。） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより、認定第５号、平成２８年度東洋町介護サービス事業

特別会計歳入歳出決算の認定についての件を挙手により採決し

ます。 

本案に対する特別委員長の審査結果報告は、認定するものであ

ります。 

委員長の報告のとおり、認定することに、賛成の諸君の挙手を

求めます。 

挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり、認定することに決定しました。 

 

日程第６、認定第６号、平成２８年度東洋町下水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定についての件を議題とします。 

本案については、決算審査特別委員会に付託してありましたの

で、審査結果について、委員長の報告を求めます。 

平山決算審査特別委員長。 

 

（平山 照生決算審査特別委員長） 

決算審査特別委員会より報告いたします。  

９月７日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２
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８年度東洋町下水道事業特別会計歳入歳出決算について審査を

行いました。質疑、答弁の主な内容を報告します。  

なお、質疑、答弁の詳細については、報告書をご参照くださ

い。 

下水道受益者負担金１３２万円については、１１件分である。

などの質疑、答弁がありました。  

慎重に審査した結果、本案については賛成全員で、原案のと

おり可とすることに決しました。  

以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。  

 

（今宮 裕明議長）  

以上で、決算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりまし

た。 

お諮りします。  

委員長に対する質疑については省略し、直ちに討論を行いた

いと思いますが、これにご異議ありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

異議なしと認めます。  

これより討論を行います。  

まず、反対者の討論はありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

次に、賛成者の討論はありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これより、認定第６号、平成２８年度東洋町下水道事業特別
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会計歳入歳出決算の認定についての件を挙手により採決しま

す。 

本案に対する特別委員長の審査結果報告は、認定するもので

あります。  

委員長の報告のとおり、認定することに、賛成の諸君の挙手

を求めます。  

挙手全員であります。  

よって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。  

 

日程第７、認定第７号、平成２８年度東洋町簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題とします。  

本案については、決算審査特別委員長に付託してありました

ので、審査結果について、委員長の報告を求めます。  

平山決算審査特別委員長。  

 

（平山 照生決算審査特別委員長）  

決算審査特別委員会より報告いたします。  

９月７日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２

８年度東洋町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について審査

を行いました。質疑、答弁の主な内容を報告します。  

なお、質疑、答弁の詳細については、報告書をご参照くださ

い。 

中央監視システム整備工事１４１３万１８００円について

は、野根・甲浦・名留川の水道施設の監視システム整備に係る

費用であるなどの質疑答弁がありました。  

慎重に審査した結果、本案については賛成全員で、原案のと
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おり可とすることに決しました。  

以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。  

 

（今宮 裕明議長）  

以上で、決算審査特別委員長の審査結果の報告が終わりまし

た。 

お諮りします。  

委員長に対する質疑については省略し、直ちに討論を行いた

いと思いますが、これにご異議ありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

異議なしと認めます。  

これより討論を行います。  

まず、反対者の討論はありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

次に、賛成者の討論はありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これより、認定第７号、平成２８年度東洋町簡易水道事業特

別会計歳入歳出決算の認定についての件を挙手により採決しま

す。 

本案に対する特別委員長の審査結果報告は、認定するもので

あります。  

委員長の報告のとおり、認定することに、賛成の諸君の挙手

を求めます。  

挙手全員であります。  
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よって、本案は原案のとおり、認定することに決定しました。 

 

日程第８、認定第８号、平成２８年度東洋町観光施設事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての件を議題とします。 

本案については、決算審査特別委員会に付託してありましたの

で、審査結果について委員長の報告を求めます。 

平山決算審査特別委員長。 

 

（平山 照生決算審査特別委員長） 

決算審査特別委員会より報告いたします。  

９月７日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２

８年度東洋町観光施設事業特別会計歳入歳出決算について審査

を行いました。質疑、答弁の主な内容を報告します。  

なお、質疑、答弁の詳細については、報告書をご参照くださ

い。 

海の駅出店者の町内と町外の割合は、概算であるが、町内７

割、町外３割であるなどの質疑答弁がありました。  

慎重に審査した結果、本案についての賛成は、西岡、小野、

武山、小松、高畠、福島委員の６名、反対は、田島委員の１名

により、賛成多数をもって原案のとおり、可とすることに決し

ました。  

以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。  

 

（今宮 裕明議長）  

以上で、決算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりまし

た。 
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お諮りします。  

委員長に対する質疑については省略し、直ちに討論を行いた

いと思いますが、これにご異議ありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

異議なしと認めます。  

これより討論を行います。  

まず、反対者の討論はありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

次に、賛成者の討論はありませんか。  

（自席より、なしと発言あり。）  

討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

これより、認定第８号、平成２８年度東洋町観光施設事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての件を挙手により採決します。 

本案に対する特別委員長の審査結果の報告は、認定するもので

あります。 

委員長の報告のとおり、認定することに、賛成の諸君の挙手を

求めます。 

挙手多数（賛成７人 反対１人）であります。 

よって、本案は原案のとおり、認定することに決定しました。 

 

日程第９、認定第９号、平成２８年度東洋町後期高齢者医療保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を議題としま

す。 

本案については、決算審査特別委員会に付託してありましたの

で、審査結果について、委員長の報告を求めます。 
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決算審査特別委員

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

平山決算審査特別委員長。 

 

（平山 照生決算審査特別委員長） 

決算審査特別委員会より報告いたします。  

９月７日、委員会を開催し、本議会より付託を受けた平成２

８年度東洋町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算に

ついて審査を行いました。  

慎重に審査した結果、本案についての賛成は、西岡、小野、

武山、小松、高畠、福島委員の６名、反対は、田島委員の１名

により、賛成多数をもって原案のとおり、可とすることに決し

ました。  

以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。 

 

（今宮 裕明議長） 

以上で、決算審査特別委員会の審査結果の報告が終わりまし

た。 

お諮りします。 

委員長に対する質疑については省略し、直ちに討論を行いたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

異議なしと認めます。 

これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 
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討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、認定第９号、平成２８年度東洋町後期高齢者医療保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件を挙手により

採決します。 

本案に対する特別委員長の審査結果報告は認定するものであ

ります。 

委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の挙手を求

めます。 

挙手多数（賛成７人 反対１人）であります。 

よって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

ここで、休憩します。再開は９時５５分でお願いします。 

（休憩時間：９時４１分） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：９時５５分） 

 

日程第１０、議案第２６号、平成２９年度東洋町一般会計補正

予算第２号を定めることについての件を議題とします。 

これより、質疑を行います。 

質疑の通告が２件ありました。 

まず、１番、福島登君の質疑を認めます。 

福島登君、質疑を始めてください。 

 

（福島 登議員） 

 はい、それでは始めたいと思います。できるだけ簡潔に質疑を



２４ 

 

 

 

 

 

１番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

住民課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

行いたいと思いますので、皆さま方のご協力よろしくお願いいた

します。 

 議案第２６号、平成２９年度東洋町一般会計補正予算第２号を

定めることについて、次の件をお聞きをいたします。 

 補正予算書の１８ページの報償費、委員会報償費２４万６千円

の減額について、詳細な説明をよろしくお願いします。 

 

（今宮 裕明議長） 

築地住民課長補佐。 

 

（築地 仲音住民課長補佐） 

福島議員の質疑にお答えします。 

障害福祉計画策定委員報償費及び自立支援協議会委員報償費

の減額につきましては、当初、委員数に日額を掛けた金額を計上

しておりましたが、県や町関係者の報償費は支給対象外となりま

すので、この度、不要が見込まれるものを減額いたしております。  

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

（福島 登議員） 

はい、よく分かりました。次の質問に移りたいと思います。 

一般会計補正予算書２０ページの負担金補助金補助金及び交

付金の猫不妊手術補助金８万円について、補助金要綱等の詳細な

説明を求めます。 

 



２５ 

 

１番議員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

住民課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（今宮 裕明議長） 

蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 

福島議員の議案質疑にお答えをいたします。 

猫不妊手術補助金は、動物愛護及び管理に関する法律等の動物

愛護の主旨に基づきまして、猫の不必要な繁殖及び飼い主のいな

い猫の増加を抑え、やむを得ず殺処分される不幸な猫をなくすた

めに、雌猫の不妊手術費の一部を負担するために計上をしており

ます。 

お手元にお配りをしております、東洋町猫不妊手術補助金交付

要綱をご参照願いたいと思います。 

対象となる猫と町が負担する額ですが、町内で居住する所有者

が、町内において飼育している雌猫及び、町内で生息する飼い主

のいない雌猫で、１匹につき８千円としております。 

現在、不妊手術の費用は１匹につき１万円前後と聞いておりま

す。 

高知県でも同様の補助事業がありまして、県の補助は、飼い猫

１匹につき６千円、飼い主のいない猫については１匹につき１万

円の補助があります。 

町の補助は県の補助と併用ができますので、両方の補助を利用

しますと、特に飼い主の以内猫の不妊手術につきましては、合計

で１万８千円の補助となり、個人負担はかなり抑えられると思わ

れます。 

補正予算に計上しておる金額８万円の積算根拠につきまして

は、８千円掛ける１０匹分を計上しております。 
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議長 

 

 

１番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

今、ご答弁がありましたですね、東洋町猫不妊手術補助金交付

要綱を少し見ていただきながら、再問をしたいと思います。 

交付要綱の第２条、目的にもあるように、今回の補助金の目的

は、動物愛護及び管理に関する法律及び条例の動物愛護の趣旨に

基づいていることをまず確認したいと思います。 

この取組みを、先進地では、住宅密集地における犬猫の適正飼

養、飼養というのは、餌を与えて養うことという漢字になってお

ります。そのガイドラインに基づいて、猫による様々な問題を地

域で解決する地域猫活動を行う特定のグループに対して、不妊手

術の費用を助成する取組みを行っているようです。 

要綱にありますように、今回の東洋町の要綱では、一個人でも

野良猫の不妊手術の助成を申請できるようですが、一個人の判断

で野良猫をどのように特定するのか、また、助成後に、東洋町に

おいて野良猫に対する取組みが責任を持ってお世話できるとい

うふうな、どのような考えを持っているのか、説明を求めます。 

 

（今宮 裕明議長） 

蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 



２７ 

 

 

 

議長 

 

 

住民課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

１番議員 

福島議員の再問にお答えをいたします。 

飼い猫か、それ以外の猫か区別するのは難しいことと思います

が、飼い猫以外の猫について補助申請をする場合、ただ猫が来て

困っているので、つかまえて不妊手術をするというようなことに

なりますと、トラブルが発生する原因にもなり兼ねませんので、

この場合は、見守りや餌付けをしている方か、それとあと、美化

活動に取組むグループ等を作っていただいて、見回りのできる環

境を作っていただいて、見極めができた時点で補助申請をしてい

ただくのが良いのではないかと考えております。 

申請につきましては、申請書を２通り作り、飼い主のいない猫

については、例えば、定期的に糞尿の清掃、生息地周辺の美化活

動に取組んでもらうこと等、そういう何か活動をしてもらうこと

を申請をするうえでの条件としたいと考えております。これは、

県の補助要綱も同じということです。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

最後の再問をもう一度したいと思います。 

ただいま、課長からもお話があったように、申請は、地域猫活

動を行う方への取組みについても、県の取組みについても、申請

は飼い猫と飼い主がいない猫の両方に分かれています。 

交付要綱のですね、第３条の２に、飼い主のいない猫の定義を

東洋町内で生息する飼い主のいない雌猫の内、申請者が糞尿の清
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議長 

 

 

住民課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

掃、その他地域環境の改善の取組みを行う猫をいうとあります

が、補助金公布後、該当する猫に対して取組みがなされていない

と判断した場合、第８条の２の要綱の規定に違反した時は、補助

金の返還を命ずるとありますが、実際に補助金の返還を命ずるの

か、また、それ以外に、どのようなことで補助金返還を命ずる考

えがあるのか、今の時点の説明できるもので結構ですので､説明

を求めます。 

 

（今宮 裕明議長） 

蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 

福島議員の再問にお答えいたします。 

この８条でもありますように、偽りその他の不正の手段によ

り、補助金の交付を受けた時は返還をしてもらうことになってお

ります。 

そういう補助の条件としまして、先ほども言いましたように、

糞尿の処理をしていただくとか、美化活動に取組んでいただくと

いうことが条件になりますので、そういう部分をちゃんと見極め

て、今後、返還をしてもらうとか、そういうところで決定をして

いきたいと思っております。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 
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議長 

 

 

１番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

（福島 登議員） 

要綱の目的に沿った、動物愛護の取組みに沿った運用を始まっ

たらしていただきたいと思います。 

次の質問に移ります。 

次に、一般会計補正予算、２１ページの負担金及び交付金の東

洋町遊休農地等有効活用事業補助金６０万円について、補助金要

綱等の説明、また想定している活用方法の内容について説明を求

めます。 

 

（今宮 裕明議長） 

伊吹産業建設課長。 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

福島議員の質疑にお答えをいたします。 

この事業の内容は、農業経営基盤促進法に規定する遊休農地

や、過去に１年間作付けをせず、今後も作付けする意志がなく、

管理されていない耕作放棄地等を、所有者と３年以上の利用権を

設定し、借受けをして農業を実施する者に対して、新規植栽苗木

事業として、要した費用の１０アールあたり５万円、ただし、樹

園地については、１０アールあたり９２００円が、それぞれ上限

の補助金となります。 

また、整地事業として、重機等を借上げた場合に要した費用の

実費を１０アールあたり１０万円が上限の補助金となります。 

現在、耕作放棄地再生の申請が来ている２件については、面積

が約７０アール弱で、新規植栽苗木事業と整地事業の両方を活用

する予定です。補助金額は約１１０万円を見込んでおります。 
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議長 

 

 

１番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

よく分かりました。 

この補助金を有効に使われるようにしていただきたいと思い

ます。 

次の質問に移ります。 

一般会計補正予算の２３ページの工事請負費観光物産センタ

ー改修工事１千万円について、次の件をお聞きいたします。 

１つ目です。 

平成２８年第３回定例会で、執行部から説明を受けた総工事費

１４５２万８千円に、今回、新たに１８００万円を増加するのか、

少し分かりかねますので説明を求めます。 

 

（今宮 裕明議長） 

伊吹産業建設課長。 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

福島議員にお答えいたします。 

今回の補正については、増額ではなく平成２８年度繰越明許費

に計上しておりました観光物産センター改修工事費１８８０万

円を不用額として処理をし、新たに平成２９年度の補正予算に１

８００万円を計上しております。 



３１ 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

１番議員 

 

 

 

 

 

その理由としては、調査等に時間を要し、改修工事に掛かる工

期が短くなったことや、平成２９年度の建築工事の入札状況が不

落や不調が続いていることもあり、それらを勘案して年度内の完

成が困難ではないかと判断いたしました。 

また、繰越明許費については、必ず、その年度内に完成をしな

ければならないため、再度繰越をすることは認めておりませんの

で、このことから、平成２９年度予算に新たに計上して、年度内

に完成ができなかった場合に、繰越も想定をしたことによるもの

です。 

以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

関係して、２つ目の質問に移ります。 

先ほども申し上げました、平成２８年の第３会定例会において

ですね、活用のできる県の補助金事業がありですね、急きょ、大

規模改修に計画変更して申請するという説明がございました。 

改修内容については、今のところ、どういうふうになる予定な

のか、もう一度説明をよろしくお願いいたします。 

 

（今宮 裕明議長） 

伊吹産業建設課長。 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 
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議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

１番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

福島議員にお答えいたします。 

改修内容については、現在、まだ設計中ですが、外壁や内装、

トイレ等の改修をする予定です。 

また、９月末までには、詳細設計ができ上がりますので、１０

月の下旬頃には、入札ができるかと考えております。 

以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

先ほどの答弁の中で、再問を少ししたいと思います。 

改修内容については、２８年にも、お話があり、こちらからも

要請はしましたが、観光振興協会の業務にですね、対応できる計

画になるということでお聞きをしました。 

ちょっと聞き漏らしがありましたので、いつ頃できるのかと、

観光振興協会の業務がいつ頃始まるか、それだけ最後に聞きたい

と思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

伊吹産業建設課長。 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

福島議員にお答えをいたします。 

完成予定としてはですね、来年３０年の３月を予定しておりま

す。 
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産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光振興協会に業務を任すといいますか、その施設を委託さす

のは、４月からという形を考えております。 

ただしですね、工事の進捗状況によって、変更があるかと思い

ますので、そこら辺は、了承願いたいと思います。 

よろしくお願いします。 

（自席より、終わりますと発言あり。） 

 

（今宮 裕明議長） 

福島登君の質疑が終わりました。 

続いて、７番、田島毅三夫君の質疑に入りますが、まず、田島

毅三夫君には、すでに、お伝えしていますが、通告のあった質疑

のうち、３、猫の不妊手術費８万円の交付基準を聞くの②の最初

の２行は、冒頭にも申し上げましたが、議会会議規則第５４条第

１項の発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり、また

はその範囲を超えてはならないに抵触おりますので、認めませ

ん。 

その部分を発言した場合は、議長の指示に従わなかったとみな

し、冒頭に申し上げましたとおり、議会会議規則第５４条第２項

の規定に基づき、発言を禁止します。これは、この質疑のみの禁

止でございます。 

次に、田島毅三夫君から、質疑の通告４番の、東洋町遊休農地

有効活用事業補助金６０万円については、取下げることを事前に

聞いておりますので、これを認めます。 

７番、田島毅三夫君、質疑を始めてください。 

 

（田島 毅三夫議員） 
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議長 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、４点質疑させていただきます。 

一般寄附金として、９９万９千円が、どなたか分かりませんが、

住民さんから寄附されておりますが、どなたからの寄附か、目的

寄附なのか、金額は１００万円ではないのか、どのように活用さ

せてもらうのか、以上４点をお聞きしたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

田島議員の質疑にお答えします。 

一般寄附金につきましては、本町野根地区ご出身で、現在、広

島県尾道市在住の方から１００万円のご寄付をいただいており

ます。 

寄附金の活用としまして、寄附者のご意向により、野根地区で

行われます流鏑馬の一部の経費３５万円を充てさせていただい

ております。 

なお、残余６５万円につきましては、一旦、ふるさと創生基金

に積立ておき、来年度以降、この経費に充当して参りたいと考え

ております。 

今回の９９万９千円の補正額と当初予算に枠取りといたしま

して計上しております１千円を合わせて、補正額の累計を１００

万円とし、寄付額と同額にしております。 

 

（今宮 裕明議長） 

７番、田島毅三夫君。 
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議長 
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議長 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

（田島 毅三夫議員） 

野根地区の方が、流鏑馬、あるいは、その他の積立にというこ

とで、１００万円していただいたと、こういうことでございます

が、これは、中々、ほんとうに、できないことであります。あり

がたいことでございます。 

ただ、お名前も出ませんでしたが、本人の了解があれば、氏名

の公表はすべきではないのか。広報などでも住民さんに、やはり、

知らせた方が良いんじゃないか。知ってもらって、会えば、お礼

を言いたいくらい、やはり、我々は考えておりますが、この点お

聞きしたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

田島議員にお答えいたします。 

本人の寄附申込書の中にはですね、ホームページ等などで、公

開の希望をするか、しないかということで、希望するとなってお

りますので、また、何らかの形で、公開の方はさせていただきた

いと思っております。 

 

（今宮 裕明議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

地域包括支援セン

ター事務局長 

２つ目の質疑に移ります。 

地域福祉計画策定委員報償費が、１６万８千円出ております

ね。その内容を聞くということで、何点かお聞きしたいと思いま

す。 

報償費は、どうような立場の人、あるいは、何人にいくら報償

されるのか。 

また、これは１番から３番続けてやらせてもらって構いません

か。丸の分です。 

 

（今宮 裕明議長） 

① 、②と１つ１つ。 

 

（田島 毅三夫議員） 

はい、お願いします。 

 

（今宮 裕明議長） 

田岡地域包括支援センター事務局長。 

 

（田岡 いずみ地域包括支援センター事務局長） 

田島議員の質疑にお答えします。 

委員の方は、東洋町身体障害者連盟会長、東洋町社会福祉協議

会会長、甲浦野根地区老人クラブ会長、甲浦野根地区婦人会会長、

甲浦銀杏保育園保護者会代表などの方々となっております。 

会長は１名、委員は１０名となっております。 

会長報償費は６千円、委員報償費は５千円となっております。 

本年度は、３回の会を実施予定のため、会長報償費６千円掛け
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る３回分、１万８千円、委員の方々につきましては、５千円掛け

る３回分掛ける１０名で１５万円、合計１６万８千円を補正予算

として計上させていただきました。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

２つ目の質疑させてもらいます。 

前回、５年ごとに公開されるという、この計画書でございます

が、前回は、これは２５年３月に作られたというふうに手元にあ

ります。 

見事なものでございますが、これをずっと見せてもらいました

が、こういう意見といいますか、住民さんから、あるいはまた、

地域、地区からのこういう意見というのは、どうやって集めてい

くのか。その会に出た時だけの意見で終わるのか、あるいはまた、

代表さんが来てから地域の代表が代表して、皆の意見とまとめる

のか、お聞きしたいと思います。 

そして、こういう計画書ができた時に、これを、全住民さんに

どのように周知していくのか。それから、この問題点について、

どう対応するのか。 

ただ聞きっぱなしではいかんと思うんですよね。そういう問題

点に、あるいは、計画書に載ったものに対して、どのように対応

するのか。また、その時の、この１１名の方の委員の役割をお聞

きしたいと思います。 
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議長 

 

 

地域包括支援セン

ター事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

田岡地域包括支援センター事務局長。 

 

（田岡 いずみ地域包括支援センター事務局長） 

田島議員の質疑にお答えいたします。 

地域座談会の意見や提言につきましては、まず、前回の第１期

計画書で出された意見や目標を地区ごとに見ていただきます。そ

れを見ながら、地区の気になることや課題、目標などの意見を出

していただき、地区ごとにまとめていくようになっております。  

計画書の周知、対応については、まだ計画書自体ができ上がっ

ていない段階ですが、広報誌等で、各地区が決めた目標を掲載し

て周知を行いたいと考えております。 

対応については、各地区で出された目標について、行政ができ

ることや継続をしていかなくてはならないことを見直していき

たいと考えております。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

この委員１１名の役割というのは、これはその、この集めるま

での責任でしょうか。役割でしょうか。これはまた、再問の時に

答弁お願いします。 
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７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

地域包括支援セン

ター事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回は、各地区ごとに座談会をとって、地区ごとの計画を策定

しましたね。今回は、甲浦、生見、野根の３地区に絞って練ると

聞いております。きめ細かな計画が集約できるのかという心配し

ておりますがどうでしょうか。 

答弁求めたいと思います。以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

田岡地域包括支援センター事務局長。 

 

（田岡 いずみ地域包括支援センター事務局長） 

田島議員の質疑にお答えします。 

計画については、今回も前回同様に、各地区ごとの計画書策定

を行います。 

３地区から５地区の方々に集まっていただき、同じ日に地域座

談会を行っておりますが、地区ごとにグループ分けを行っており

ますので、今回も地区ごとの計画書策定となります。 

完成につきましては、本年度に行う予定となっております。 

また、委員の方々の役割についてですが、１回目の会では、前

回計画書について説明などを行い、２回目の会につきましては、

第２期計画書の中間報告、３回目の会につきましては、第２期計

画書案の検討、承認などを行っていく予定となっております。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 



４０ 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

（田島 毅三夫議員） 

それでは、３問まとめて再問という形で質疑させていただきま

す。 

前回、先ほどの計画書を見ましても、各地区や住民さんから

色々な要望や、あるいは、意見が出ておりますね。買い物や交通

の不便とか、訪問活動の活発化、職業の確保など、苦情や意見が

たくさん出ておりますが、そういう対応が今回も出た場合にです

ね、それは、どのように対策して行くんでしょうか。１点お聞き

したいと思います。 

それから、５年ごとの計画策定でございますが、今回のような

新年度計画策定座談会では、前期計画の進捗や成果などまで報告

されるんでしょうか。 

最後にもう１つお聞きしますが、種々の意見や要望には、行政

と地区や住民さんが共同して対応しなければいけないものもあ

ると思いますが、委員の役割は、そこまで及ぶのかどうか、お聞

きしたいと思います。 

以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

（自席より、ざっと言える範囲で構わないと発言あり。） 

田岡地域包括支援センター事務局長。 

 

（田岡 いずみ地域包括支援センター事務局長） 

田島議員の再問にお答えいたします。 

計画書自体のご意見についてですが、まだ会がすべて終わって

いるわけではないです。地区座談会は、まだ行う予定となってお



４１ 

 

 

 

地域包括支援セン

ター事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ります。 

その参加していただいた方々たちの意見を聞いて、これから行

っていけること、継続していきたいことは先ほどおっしゃったと

おり、行政の方、また、社会福祉協議会、住民の方々と一緒にお

話をして行って、考えていきたいと思っております。 

委員の方々の役割ですが、こちらの方もすみません、まだ行っ

ている最中ですので、事務局の方で、これから考えて、委員さん

の方で協力していただけることは協力をしていただいて、第１期

計画書より、またより良い計画書を作成したいと考えておりま

す。 

以上でございます。 

（自席より、今までの５年間の１期分の・・・と発言あり。） 

（自席より、議長と発言あり。） 

第１期計画書はですね、地域座談会の時にですね、グループ分

けを行っておりまして、その時に、第１期計画書をグループ分け

に必ず１冊ずつ置いて、地域の方々に見ていただくようになって

おります。 

また、座談会の始まる前に、前回こういう計画がありました、

地区ごとに、こういう目標を上げましたと説明を必ず行っており

ますので、参加していただいた方々には、説明をきちんと行って

おります。 

以上でございます。 

（自席より、議長と発言あり。） 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 



４２ 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

１番議員 

 

 

議長 

 

 

１番議員 

 

 

 

議長 

 

 

１番議員 

 

 

 

 

議長 

 

（福島 登議員） 

構いませんか。 

 

（今宮 裕明議長） 

はい、どうぞ。 

 

（福島 登議員） 

はい、議長。 

再問についても１問１答ではないんでしょうか。 

 

（今宮 裕明議長） 

そうですよ。 

 

（福島 登議員） 

それも前回から、自席からの発言は、田島議員は、かなり駄目

ということで、言っておりました。 

その辺り、議長はどういう考えですか。 

 

（今宮 裕明議長） 

田島議員、自席からの発言は控えてください。 

そしてこの、今の質疑ですがね、①、②１つ１つね、再問、再々

問やって、それで、１つ１つ進ませていかんと前回も言うたわね、

答弁者も困ると思いますよ。 

（自席より、一問一答でやると発言あり。） 

それでは、次の質疑に移ってください。 
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７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（田島 毅三夫議員） 

３つ目の質疑に入ります。 

猫の不妊手術費８万円の交付基準を聞くということでござい

ますが、先ほどの前議員の方からのほとんど入っております。  

内容が入っております。少し質問しにくいですが、重複があるか

分かりませんが、お許し願いたいと思います。 

猫の不妊手術ということでございますが、２万円掛かります

ね。 

それから、野良猫については、県から１万円補助が出て、今回

町から１匹分８千円が出て、１０匹で８万円と、こういうことで

あと残りの２千円については、これはごめんなさい、通告には飼

い主とありますが、野良猫に絞っていきます。残りの２千円につ

いては、野良猫については、これはどなたか、これをお聞きした

い１番のポイントなんですよ。 

どなたが、それを捕まえるのか、あるいは、雌雄の識別をどう

するのか。そして、安芸の病院まで連れて行き、翌日、引取りな

ど、もし万が一、手術が難手術であれば、翌日、引取りに行かな

ければならない。 

そうした時に、この野良猫を捕まえた、まあ捕まえたと言いま

すか、持って行った方の負担は大きくなります。これでは、なか

なか、この野良猫捕獲という、ごめんなさい、捕獲じゃなしに、

不妊手術という事業が、なかなか、これは、困難、難しくなると

思うんですが、そこのところの説明をお願いしたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 
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議長 

 

 

住民課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 

田島議員の質疑にお答えをいたします。 

この補助制度は、高知県や室戸市、芸西村でも実施をされてお

ります。 

室戸市、芸西村の補助金は、１匹につき５千円で、東洋町では

安芸の病院まで遠いということもありまして、補助金を８千円と

計画をしております。まずは、この制度からスタートをしまして、

問題点や課題が発生すれば、改善策等を見つけるなど、検討をし

ていきたいと考えております。 

それと、その２千円についての､誰が負担するのかというとこ

ろですが、これは捕まえて、すぐ、持って行く第三者が、すぐ、

持って行くような補助ではありません。 

今、考えておりますのは、餌付けをされている方、そういう方

が責任を持って、そういう不妊手術の申請をしていただきたいと

考えております。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

７番、田島毅三夫君。 

田島議員、これは今①と②と一緒になってましたね。 

質疑そのものが。 

 

（田島 毅三夫議員） 

結局、ほら、だぶらないようにということで、ちょっと変更は
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７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

７番議員 

 

ありました。申し訳ありません。 

再問として、お聞きしますが、今言う答弁の中に、餌付けなど

の場合には、その餌付けをしている人の責任によって連れて行く

とかいう答弁がありましたね。 

しかし、課長、私と一緒に、また、警察さんも入ってくれてか

ら問題が起こっておりましたね、ある地区で。その時には、そう

いう餌付けということもありましたが、それ以外の完全な野良猫

といいますか、餌付けもされていない、本当に完全な野良猫とい

うのが、１０匹ほどおられたんですかね、あの時にね。 

そういう猫を、どうするかという質疑をしたんですよ。そうい

う猫を、誰が捕まえて識別するんですか。餌付けをしている・・・ 

 

（今宮 裕明議長） 

田島議員。 

今、あなたの質疑をやっていますが、先ほど、課長がね、そう

いうことも含めてね、もし、これで効果が上がらない場合は、次

の手を考えていくというふうに答弁しました。 

 

（田島 毅三夫議員） 

分かりました。では、その次の手を、ひとつ考えるという手を 

 

（今宮 裕明議長） 

それは、結果が出な、分かりませんから・・ 

 

（田島 毅三夫議員） 

いやいやいや、今、現実に、起こっているんですから。はい、
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議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

ちょっと、議長、ちょっと聞いてくださいよ。皆さん聞いてくだ

さいよ。 

ここに、今言う、不妊手術費として計上されておるんですから、

この不妊手術をするためには、やはり、かちっとしたものを決め

ておかなければ、捕まえたらいかんと言われております。 

捕まえたらいかんものを、どうやってやるか、野良猫の場合で

すよ。そこ所も問題なんです。だから、それはね、やっぱりその、

町が１つの行政責任として、これは飛びます、一般質問に入って

ますんで・・・ 

 

（今宮 裕明議長） 

田島さんね、あなた、行政責任云々はね、やっぱりこの事業と

いうものは、飼い猫、飼い主に対しての不妊手術費用なんですよ。 

 

（田島 毅三夫議員） 

違う。それは違う。 

 

（今宮 裕明議長） 

それから、その後、それが野良猫の減少に繋がっていったら、

それはそれで結構じゃないですか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

何を言う・・ 

 

（今宮 裕明議長） 

何をそれ以上、あなたは、自分の都合の良い解釈をするから、
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議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

こういうややこしい話になってくるんですよ。 

 

（田島 毅三夫議員） 

あなたはね、答弁者じゃないんですよ。 

 

（今宮 裕明議長） 

あなたは、さっきから・・ 

 

（田島 毅三夫議員） 

そういう答弁は、こちらがしてくれたら良いわけよ。 

 

（今宮 裕明議長） 

答弁がきちっとしているのに、またそれを、再度聞き直すよう

なことをするから、私が言っているんです。 

 

（田島 毅三夫議員） 

あなたが、質疑に対して、あなたが答弁する立場じゃない。 

 

（今宮 裕明議長） 

答弁じゃないですよ。 

（田島 毅三夫議員） 

ちょっと答弁者にお聞きしますが、まず１点確認しますが、こ

れは、最初に、課長が言われたように、飼い猫と野良猫も含むん

でしょ、２つ。だから、飼い猫の場合は、今、こちらの前質疑者

が聞いたもので、私は、野良猫に絞ってお聞きしているんですが。

この野良猫の被害というのは、大変な状態になっております。こ
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議長 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

れをどうするかということを・・・ 

 

（今宮 裕明議長） 

野良猫は、野良猫で、また別のね、機会に、あなたは質問して

くださいよ。一般質問でも何でもできるじゃないですか。これは

あくまでも、猫の不妊手術の話をしてるんですよ。 

 

（田島 毅三夫議員） 

どの猫を不妊手術するんですか。 

 

（今宮 裕明議長） 

飼い猫じゃないですか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

飼い猫。 

 

（今宮 裕明議長） 

最初は、飼い猫であって、それが餌付けをしようと・・・ 

 

（田島 毅三夫議員） 

ちょっと、・・・しますが、課長、 

 

（今宮 裕明議長） 

課長、今、そう答えたでしょ。 

 

（田島 毅三夫議員） 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

課長、ほんなら、これは、飼い猫ですか。それとも、今言う、

両方ですか。お聞きします。 

 

（今宮 裕明議長） 

はい、答えてやってください。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 

（自席より、対象と発言あり。） 

はい。そしたら、田島議員の再問にお答えをいたします。 

対象となる猫と町の負担の額ですが、町内で居住する所有者

が、町内において飼育している雌猫及び町内で生息する飼い主の

いない雌猫で、１匹あたり８千円としているものでございます。 

（自席より、野良猫も入るのかと発言あり。） 

 

（今宮 裕明議長） 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

皆さん、お聞きになりましたか。飼い猫だけじゃないんですよ。

両方の猫を対象にしているんですよ。 

２番目に、ほんなら移りますが、飼い猫は、飼い主の責任で連

れて行けば良いですよね。野良猫は、これは 

 

（今宮 裕明議長） 

さっき一緒にやったでしょ。 

 



５０ 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

住民課長 

（田島 毅三夫議員） 

まあ、ほんで、２つ目、今、やってますんで、黙っちょってく

ださい。 

 

（今宮 裕明議長） 

①と②を一緒にしてやったやないですか。もう３回目ですよ。 

 

（田島 毅三夫議員） 

この野良猫は、誰が識別して連れて行くのか。２千円のそこは

誰が払うのか。これを明確にしなければね、この、今、不妊手術

によって、猫の減少をさせるという目的が達せられないんです

よ。だから聞いているんです。 

行政責任を住民負担に押しつけるなどとなれば、この不妊手術

費の助成の目的である、野良減数は達せられないと考えておりま

すが、課長、あなたの見解といいますか、答弁をお願いします。 

 

（今宮 裕明議長） 

蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 

田島議員の再問にお答えをいたします。 

飼い主のいない猫につきましては、餌付けをされている方等に

責任をもって申請をしてもらうのが良いかと思います。 

この補助制度は、不妊手術を行うことを奨励し、不必要な繁殖

及び飼い主のいない猫の増加を抑え、殺処分を余儀なくされる不

幸な猫をなくすこと、動物愛護の理解を深めること等を目的とし
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議長 
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議長 

 

 

７番議員 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

ておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 

（今宮 裕明議長） 

７番、田島毅三夫君。次の質問に移ってください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

えっ、次の質問。３問目いけるんやろ。 

 

（今宮 裕明議長） 

３回やりましたよ、あなた。再々問まで、やりましたよ。 

 

（田島 毅三夫議員） 

１番目の再問に入っちょったんやろ、その２つ目の再問は。 

 

（今宮 裕明議長） 

次の観光物産センター改修工事へ入ってください。 

（自席より、どうしてこういうことになるのか、１つ動議をやる

と発言あり。） 

何ですか、動議の内容は。 

（自席より、あなたに対する注意があると発言あり。） 

（自席より、それは動議ではないと発言あり。） 

休憩します。 

 

（休憩時間：１０時３９分） 

動議とはどういうものかを確認。 
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議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

再開します。 

（再開時間：１０時４０分） 

 

７番、田島毅三夫君。 

５番の観光物産センター改修工事へ入ってください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

これについては、ほとんど前の質問の中に網羅されております

ので、１つだけお聞きしておきます。 

今、この、委託するという観光協会の実態ですよね、どのよう

な形になっておりますか。その協会との運営についての協議はど

こまで進んでおられますか。 

この１点だけに止めておきます。以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

伊吹産業建設課長。 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

田島議員の質疑にお答えをいたします。 

観光振興協会との協議についてはですね、観光施設に利用につ

いては観光案内所と事務所機能、それと店舗的な機能を持った施

設を考えております。 

観光案内等の機能を十分に果たせ、観光客が利用しやすい施設

にしていきたいと考えております。 

また、具体的な内容につきましては、今後、観光振興協会と協

議をしたうえで、決定をしていきたいと考えておりますので、よ
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ろしくお願いいたします。 

 

（今宮 裕明議長） 

良いですか。 

田島毅三夫君の質疑が終わりました。 

ほかに質疑はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

質疑を止められましたので、ここで討論させていただきます。 

猫の不妊手術費８万円の交付金交付会計補正の反対討論でご

ざいます。 

飼い猫の場合、飼育責任は飼い主にあり、２千円の自己負担も

仕方ありません。ないと思いますが、野良猫の場合、家の中に侵

入し、混ぜくり、子を産み、畑を荒らし、糞害で公園で遊べない

状況にあります。最近、猫によるマダニの死亡例まで出ておりま

す。 

こうした昼夜の被害は、住民さんがノイローゼになり、警察ま

で出る近所同士の争いにまで発展しているのであります。こうな

れば、すでに公害であり、社会問題であり、これこそ、住民生活

の安心、安全を守るべき行政の責任ではないのか。 
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行政責任であれば、行政が捕獲し、不妊手術を施すのが筋では

ないのか。それを住民に捕獲させ、雌雄を識別させ、そして、安

芸の病院へ連れて行き、自己負担分２千円で不妊手術を施し、万

一入院したら翌日また引取りに行くが、この経費まで、住民に押

しつけるのか。 

そんな住民を軽視した、この猫不妊手術費用交付事業には賛成

できない。よって、野良猫対策は、全額町負担で、どこかへ委託

して行えと討論して反対討論します。 

以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

特にですね、動物、猫の不妊手術の件でですね、課長からの答

弁もありましたように、要綱に、まだ十分なものがないというこ

とで、今後、改善するべきものは、改善するというふうな執行部

の答弁でしたので、私は、特に、この件も踏まえて、賛成討論と

したいと思います。 

あくまでも、この不妊手術については、動物愛護の主旨から行

うものですので、皆さんの賛成をよろしくお願いをいたします。  

以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

反対者の討論はありませんか。 
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議長 

 

 

（自席より、なしと発言あり。） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

２番、平山照生君。 

 

（平山 照生議員） 

私は、今の原案に、賛成の討論をします。 

先ほどから話を聞いておりましたら、野良猫いう話が出てくる

んですが、この要綱の中には、野良猫という言葉は使っておらず、

飼い猫とか、飼い主のおらん猫での、それでも、飼い主に変われ

る者がおるという管理ができる猫のことについて書いてあるの

で、従前たる野良猫については、規定されておらんと、私は思い

ます。 

よって、その責任が取れる、または、それに近い人がその猫に

ついて、避妊措置をする時の補助金の交付について、規定されて

おるので、私は適正であると思って賛成をします。 

以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

次に、反対者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

賛成者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第２６号、平成２９年度東洋町一般会計補正予

算第２号を定めることについての件を挙手により採決します。 
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本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求め

ます。 

挙手多数（賛成７人 反対１人）であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１１、議案第２７号、平成２９年度東洋町国民健康保険

事業特別会計補正予算第１号を定めることについての件を議題

とします。 

これより、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第２７号、平成２９年度東洋町国民健康保険事

業特別会計補正予算第１号を定めることについての件を挙手に

より採決します。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求め

ます。 

挙手全員であります。 
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よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１２、議案第２８号、平成２９年度東洋町介護保険事業

特別会計補正予算第２号を定めることについての件を議題とし

ます。 

これより､質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第２８号、平成２９年度東洋町介護保険事業特

別会計補正予算第２号を定めることについての件を挙手により

採決します。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求め

ます。 

挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１３、議案第２９号、平成２９年度東洋町下水道事業特

別会計補正予算第２号を定めることについての件を議題としま
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議長 

 

 

 

す。 

これより、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

質疑なしと認めます。 

これで、 

 

（田島 毅三夫議員） 

局長、ちょんと、言うちゃらんといかん。 

 

（今宮 裕明議長） 

通告ありましたか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

通告してなかったかい。 

 

（今宮 裕明議長） 

通告なんかないですよ。 

ちゃんと確認して手を挙げてくださいよ。 

もとい、議案第２９号、平成２９年度東洋町下水道事業特別会

計補正予算第２号を定めることについての件を議題とします。 

これより、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

質疑を終わります。 

これより討論を行います。 
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まず、反対者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより議案第２９号、平成２９年度東洋町下水道事業特別会

計補正予算第２号を定めることについての件を挙手により採決

します。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求め

ます。 

挙手多数（賛成７人 反対１人）であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１４、議案第３０号、平成２９年度東洋町簡易水道事業

特別会計補正予算第２号を定めることについての件を議題とし

ます。 

これより、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

まず、反対者の討論はありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

次に、賛成者の討論はありませんか。 
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（自席より、なしと発言あり。） 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これより、議案第３０号、平成２９年度東洋町簡易水道事業特

別会計補正予算第２号を定めることについての件を挙手により

採決します。 

本案は、原案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手を求め

ます。 

挙手全員であります。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

日程第１５、発議第１５号、道路整備事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律、第２条に規定する国の負担又は補助の割

合の特例の継続等に関する意見書の件を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

４番、小松熈君。 

 

（小松 熈議員） 

発議第１５号、「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律」第２条に規定する国の負担又は補助の割合の特例

の継続等に関する意見書について、本議案を別案のとおり、議

会会議規則第１４条の規定により議会に提出する。 

本日提出であります。 

提出者は私、小松熈。 

賛成者は、平山照生、田島毅三夫、西岡尚宏の各議員であり

ます。 
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本件は、平成２９年第３回定例会において、東洋町議会に意

見書採択の要請があり、産業建設常任委員会に付託されたもの

であります。 

９月７日に、委員会を開催し、慎重に審議した結果、採択す

べきと決しましたので意見書を提出するものであります。 

趣旨説明いたします。 

本町では、発生すれば甚大な被害が想定されている南海トラ

フ地震への備えとして、津波避難タワーや避難路の整備を進め

ております。 

 これらの取組みの効果を、十分に発揮するためには、道路の

整備が必要であり、取組みに合わせた、町道の改良や防災対策

を進めております。 

 また、通勤・通学、買い物等のために、地域の隅々まで、張

り巡らされた生活道路を、町民が日常的に常時、安全・安心し

て利用できる状態を確保するため、維持管理や老朽化対策を計

画的に進めております。 

本町では、厳しい財政状況にあっても、これまで、道路整備

事業に係る国の交付金を活用し、道路の整備や維持管理等を着

実に進めてきました。 

 今後、厳しい財政状況が続くと想定される中においても、地

域経済の活性化を図るとともに、日常の安全・安心な利用を維

持するためには、これまでどおり、道路整備事業に係る国費率

等の、かさ上げ措置が継続されるとともに、道路予算全体の拡

大が不可欠であります。 

このため、次のことを、強く要望する。 

一、地域経済の活性化や、防災力の向上に資する、道路整備
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を推進し、安全安心な利用を、確保するための、維持・修繕、

老朽化対策などを進めるため、道路関係予算全体を拡大したう

えで、必要な額を確保すること。 

一、「道路整備事業に係る国の財政上の特別推薦に関する法

律」、第２条に規定する、国の負担割合、又は、補助の割合の特

例を、平成３０年度以降も継続すること。 

以上のことを強く要請し、地方自治法第９９条の規定により、

内閣総理大臣他、議長、大臣に意見書を提出するものでありま

す。 

なお、意見書案については、お手元に配布してありますので、

ご参考いただき、ご審議をお願いします。 

以上で、趣旨説明を終わります。 

 

（今宮 裕明議長） 

提出者の説明が終わりましたので、ここでお諮りします。 

本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

これより、発議第１５号、道路整備事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律、第２条に規定する国の負担又は補助の

割合の特例の継続等に関する意見書の件を挙手により採決しま

す。 

本案は、意見書案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手

を求めます。 

挙手全員であります。 
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よって、本案は意見書案のとおり採択することに決定しまし

た。 

 

日程第１６、発議第１６号、全国森林環境税の創設に関する

意見書の件を議題とします。 

提出者の説明を求めます。 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

発議第１６号、「全国森林環境税」の創設に関する意見書につ

いて、本議案を別案のとおり、議会会議規則第１４条の規定に

より議会に提出する。 

本日提出であります。 

提出者は私、福島登。 

賛成者は、小野正路、武山裕一、高畠俊彦の各議員でありま

す。 

本件は、平成２９年第３回定例会において、東洋町議会に意

見書採択の要請があり、総務教育民生常任委員会に付託された

ものであります。 

９月７日に、委員会を開催し、慎重に審議した結果、採択す

べきと決しましたので意見書を提出するものであります。 

趣旨説明いたします。 

我が国の地球温暖化対策については、２０２０年度及び２０

２０年以降の温室効果ガス削減目標が国際的に約束されていま

すが、その達成のためには、とりわけ、森林吸収源対策の推進

が不可欠となっています。 
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しかしながら、森林が多く所在する山村地域の市町村におい

ては、木材価格の低迷や林業従事者の高齢化・後継者不足に加

え、急速な人口減少など、厳しい情勢にあるほか、市町村が、

森林吸収源対策及び担い手の育成等山村対策に主体的に取り組

むための恒久的、安定的な財源が大幅に不足しています。 

 このような中、政府・与党は、『平成２９年度税制大綱』にお

いて、「市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源

に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・

地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林

環境税の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、

具体的な仕組み等について総合的に検討し、平成３０年度税制

改正において結論を得る」との方針を示したところであります。 

 もとより、山村地域の市町村による森林吸収源対策の推進や

安定した雇用の場の確保などの取組は、地球温暖化防止のみな

らず、国土の保全や地方創生等にもつながるものであり、その

ための市町村の財源の強化は喫緊の課題であります。 

よって、森林・林業・山村対策の抜本的強化をはかるための

「全国森林環境税」の早期導入を強く要請し、地方自治法第９

９条の規定により、内閣総理大臣他、議長、大臣に意見書を提

出するものであります。 

なお、意見書案については、お手元に配布してありますので、

ご参考いただき、ご審議をお願いします。 

以上で、趣旨説明を終わります。 

 

（今宮 裕明議長） 

提出者の説明が終わりましたので、ここでお諮りします。 
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本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

これより、発議第１６号、全国森林環境税の創設に関する意

見書の件を挙手により採決します。 

本案は、意見書案のとおり決することに、賛成の諸君の挙手

を求めます。 

挙手多数（賛成７人 反対１人）であります。 

よって、本案は意見書案のとおり、採択することに決定しま

した。 

 

日程第１７、議員派遣についての件を議題とします。 

お諮りします。 

議員派遣については、議会会議規則第１２８条の規定により、

お手元に配布したとおり、１０月１２日、愛媛県松山市のひめ

ぎんホールにおいて、第５８回四国地区町村議会議長会研修会、

１０月１３日、高知県自治会館において、市町村議会広報研修

会、１０月２４日、高知県民文化ホールにおいて、平成２９年

度トップセミナー、１１月１１日から１３日まで、滋賀県湖南

市市民産業交流促進施設ここぴあにおいて、こにゃん元気市場

へ、それぞれ議員派遣したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

異議なしと認めます。 

よって、さよう決しました。 
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日程第１８、閉会中の継続審査、調査の申出についての件を

議題とします。 

お手元に配布してある申出書のとおり、各常任委員会委員長

及び議会運営委員会委員長から、閉会中の継続委審査、調査の

申出がありました。 

ここで、お諮りします。 

それぞれの委員長からの申出により、閉会中の継続委審査、

調査に付することに、ご異議ありませんか。 

（自席より、なしと発言あり。） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

ここで、休憩します。再開は１１時２０分でお願いします。 

（休憩時間：１１時０４分） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１１時２０分） 

 

日程第１９、一般質問を行います。 

質問時間は、１人４０分以内、答弁時間も４０分以内とし、

一問一答方式で行います。 

なお、質問の際には、一般質問通告書の内容以外は認めず、

また、質問は１問につき、３回まで認めますが、再問は、執行

部からの答弁に対する質問といたします。 

次に、議会会議規則第６４条の２の規定により、執行部は議

員の質問に対し、反問できますので、反問する場合は、反問し

ますと発言のうえ、挙手願います。 
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質問の通告が３名ありました。 

それでは、順次、これを許します。 

初めに、福島登君の質問を許します。 

件名は、町人口の現状と今後の推移等について、ほか４件で

あります。答弁者は、町長、副町長、課長となっております。 

福島登君、質問を始めてください。 

 

（福島 登議員） 

それでは、私の方から一般質問したいと思います。簡潔にし

たいと思いますので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

１つ目の質問です。 

町人口の現状と今後の推移等についてということでございま

す。 

先日ですね、敬老会の式典のあいさつの中で、私の聞き間違

いがなければですね、町長はですね、今年８月末時点で、東洋

町の人口を２５８３人ということで、住民の皆さまに説明され

たと思います。 

この１年で、自然減や転入、転出も含めて８８人減少したと

いうふうに、確か説明されたと思います。 

このことはですね、まず、考えられませんが、数字だけでい

えばですね、約３０年後にはですね、東洋町の人口がいなくな

るという、私にしてみたら衝撃的な数字でございました。現状

を知るためにですね、次のことをお聞きしたいと思います。 

１つ目です。町人口の現状について、お聞きをいたします。 
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（今宮 裕明議長） 

大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

福島議員のご質問にお答えいたします。 

本町の平成２９年８月末日の人口は、先ほどおっしゃられま

した２５８３人でして、世帯数は、１４８５世帯となっており

ます。 

前年度と同じ時期で比較しますと、８８人減少したことにな

ります。内訳では、出生、死亡の自然動態で４６人、転入、転

出の社会動態で４２人といずれも減となっております。 

本年８月末の人口内訳になりますと、男女別は、男性が１２

３３人、女性が１３５０人で、地区別の人口では、甲浦地区が

１５６５人、野根地区が１０１８人でございます。 

また、６５歳以上の人口は、１２５２人でして、高齢化率は

４８．５パーセントにのぼり、ほぼ２人に１人が６５歳以上と

いうことになります。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

はい、今、課長から現状について説明がございました。 

少し、補足ではございません。高知県の推計人口年報、平成

２８年１０月１日現在ということで、県の方から発表されたも
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のがあります。 

この中ではですね、出生率は県下最下位というふうになって

おります。それと、世帯の数は今、課長から答弁がございまし

た。その世帯数もさることながら、その一世帯数の人口がです

ね、実世帯数の人員がですね、これも１．８４ということで県

下最下位となっております。 

このことも踏まえてですね、２問目の今後の推移について、

お聞きをしたいと思います。基本計画があると思いますので、

よろしくお願いします。 

 

（今宮 裕明議長） 

大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

福島議員のご質問にお答えいたします。 

町人口の今後の推移についてですが、平成２８年３月に策定

しました東洋町人口ビジョンの資料では、国立社会保障人口問

題研究所が推計しました、将来の人口予測を掲載しております。  

東洋町の人口は、平成３２年には２３２８人に､平成４２年に

は１７９２人になると予測されております。 

年齢構成から見ましても、高齢化率の高い本町では、しばら

く逆ピラミッド型の人口構造がしばらく続き、今後も自然減、

社会減により、一定の人口減少は避けがたい状況で推移するも

のと思われます。 

以上でございます。 
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（今宮 裕明議長） 

 １番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

３つ目の質問に移りたいと思います。 

人口減少対策の取組みについてはですね、早ければ早いほど

効果があるとされております。町人口の減少に対してですね、

どのような対策を考えておられるのか、ここでお聞きをいたし

ます。 

 

（今宮 裕明議長） 

大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

福島議員のご質問にお答えいたします。 

人口減少に対する対策の取組みでございますが、本町としま

しては、２０６０年、これは、平成にしますと７２年になりま

すが、人口見通しについて、約２千人と展望をしております。  

実現を目指しまして、東洋町版総合戦略に掲げております農

林水産業を中心とした雇用の創出、観光資源を活かした新しい

人の流れ、子育て世代への支援など、特に将来の町づくりを担

います２０歳代、３０歳代の人口減少に歯止めをかける必要が

あると認識をしているところでございます。 

これまでの取組み、特に、継続事業となりますが、一次産業

の農林水産業では、新規就業者への研修や担い手育成支援、観

光振興では、海の駅を中心とした取組みやマリンスポーツなど
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体験プログラムの充実を図っております。 

また、子育て世代への支援では、出産奨励金、保育料の無料

化、学校給食の補助、入学支援金などによりまして、人口減少

対策に、現在、取組んでいるところでございます。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

この町人口の現状を踏まえてですね、次の質問に移りたいと

思います。 

２つ目の質問です。移住促進についてです。 

９月６日の高知新聞にですね、室戸市の移住体験ツアーの開

催や空き家情報、職場情報などの相談窓口を一元化した一連の

ワンストップの受入体制など、積極的な移住促進の取組みに効

果が出てですね、平成２８年度は前年度約３倍越の３０組、４

７人にのぼったという記事がございました。 

当然ですね、この方々が、何年住んでいただけるのかという

ことはあるにせよですね、素晴らしい取組みではないかと考え

ております。この移住促進について、次の点をお聞きしたいと

思います。 

現在の移住促進の体制と、これまでの成果について、お聞き

したいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 
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大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

福島議員のご質問にお答えしたいと思います。 

現在の体制としまして、移住サポーターとして２名の方が登

録されており、活動を現在されております。 

相談件数になりますが、平成２６年度が２２件、平成２７年

度が４件、平成２８年度で２２件でございます。その内、移住

に繋がりましたのが、平成２９年９月２６日２６年度で３世帯

４名、平成２７年度が６世帯８名、平成２８年度が４世帯１１

名となっております。 

本町でも、地域おこし協力隊の制度を取入れておりまして、

現在３名が協力隊として働きながら、将来の定住に向けて活動

をしているところでございます。 

これまでに、高知県主催でありますが、これは、高知県内３

３団体が参加しておりますが、東京都、大阪の方で開催されま

した移住相談フェアの方にも参加しておりまして、移住に向け

ての相談や地域おこし協力隊の制度について、相談を受けてお

るところでございます。 

昨年度には、国、県の補助金を活用しまして、空き家住宅を

改修し、県外からの移住者も入居をしております。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 
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（福島 登議員） 

２つ目の質問に移りたいと思います。 

活性化対策や商工持続などによってですね、若い方々が残っ

ていただけたり、移住してきた方々も、その補助というか、支

援を利用して、幾人かの人がおられると思います。一定の効果

は出ていると私も考えております。 

２番目の町人口の減少問題の１つの対策としてですね、平成

３０年以降からですね、もう少し移住促進に強化、力を入れて

いくお考えがないか、お聞きをいたしたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

福島議員のご質問にお答えいたします。 

現在は、担当課と移住サポーター２名の体制となっておりま

すが、移住相談件数も増加傾向にあることから、移住専門の担

当者が必要だと考えております。 

そこで、県の補助金を活用しまして、移住相談員を配置する

とともに、昨年度行いました空き家調査を元に、貸出可能な住

宅を情報提供できるようになればと思っております。 

移住相談を受ける側としましては、東洋町全体を把握してお

く必要もあることから、移住相談員の人材の育成、確保にも取

組んで参りたいと考えております。 

以上でございます。 
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（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

再問したいと思います。 

先ほどの課長のご答弁にもありましたように、移住促進につ

いて、現在でも、色々な取組みがなされていると思います。 

現在、行われている、移住に関する情報の発信としてですね、

県のホームページにですね、県内市町村の移住促進の支援制度

や就業支援、医療支援、子育て支援などのページがございます。 

また皆さん、一度見ていただきたいと思いますが、東洋町の

ホームページを見てみますとですね、各支援制度がですね、各

ページに分散して、とても見にくいものになっていると思いま

す。見たい情報に中々たどり着けないのが現状だと考えており

ます。 

移住促進の窓口となるトップページを作っていただいて、そ

こから関連する各課の情報に、容易にアクセスできるような情

報の発信があると思いますが、このことについて、ご答弁をお

伺いしたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

福島議員の再問にお答えをいたします。 

確かにですね、ご指摘のとおり本町のホームページはなかな
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か見にくいというようなご指摘でございますが、補助制度をで

すね、一本化したような画面があればいいかなというふうには

思っておりましたけれども、そのようなことも含めまして、改

善の余地は、たくさんあるというふうに思っておりますので、

そういったことにも取組んでいきたいというふうに思っており

ます。 

それと、総務課長の補足説明になりますけれども、人口減少

対策の一つとしてですね、県も今現在、一生懸命取組んでいる

ところでございますが、個々の自治体だけでは、取組みの実情

といたしましてはですね、移住はしても、定住とまではなかな

か困難な事例や実態があるというふうなことでございます。 

そのようなこともございまして、今、県はですね、この７月

に、一般社団法人の高知県移住促進人材確保センターというの

を設立をいたしております。その活用を視野にですね、県との

連携を強化していかなければならないというふうに考えている

ところでございます。 

このですね、人材確保センターでございますけれども、業務

内容は、移住、就職相談窓口の運営という、それから二つ目は

各産業分野と連携した人材ニーズの集約、マッチングミスなど

がありますので、マッチングや後継者の人材の確保ということ

も視野に入れております。３番目にですね、移住や就職に関す

る情報の発信、４番目に移住、就職に関するイベントなどの実

施、５番目にですね、市町村の移住相談員の人材育成というこ

とを総括的にやっていくということですので、今後、県との連

携、あるいは広域的な取組がですね、強化されてくるというふ

うに思っておりますので、ホームページの件も含めまして、取
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税務課長補佐 

組んで参りたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

ありがとうございます。取組の推進をよろしくお願いいたし

ます。 

次の質問に移ります。 

三つ目の質問は、町税等の徴収等についてでございます。 

一つ目、ちょっと私２９と書いておりましたが、実際は２８

を聞こうと思いましたので、答弁の中で２８、２９両方言って

いただけたらなというふうに考えております。 

町税等の徴収状況について、お聞きをいたします。 

 

（今宮 裕明議長） 

小池税務課長補佐。 

 

（小池 昭平税務課長補佐） 

それでは私の方から、福島議員の質問で、平成２９年度の町

税等の徴収状況について、お答えさせていただきます。 

先ほどありました、２８年度の分と併せてお答えさせていた

だきますので、よろしくお願いします。 

まず、平成２９年度の徴収状況につきましては、軽自動車税

以外につきましては、まだ納期未到来の税目もありますが、こ
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れまでどおり、強制徴収にも取組んで参りたいと思っておりま

す。 

軽自動車税につきましては、納期が過ぎた人に対しましては、

タイヤロックや給与、預金の差し押さえなどを現在も実施して

おります。 

また、平成２８年度の徴収率ですが、速報値では国保税を除

く町税で、現年度分は９９．２パーセントで県下１３位、現年

と滞納分を合わせました徴収率は９４．８パーセントで、１７

年ぶりに、県下最下位からの脱出をいたしまして、２５位とな

っております。 

本年度も引き続き、それぞれの税目につきまして、期別の納

期限が設定されていますので、その納期限を過ぎますと、滞納

になるということをお伝えしながら、納期限内納付へのご協力

をお願いしているところでございます。 

以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

再問です。 

議長、少し構いませんか。１問目をですね、公債権、２問目

を私債権の質問に分けてお聞きした方が、聞いておる皆さんが

分かりやすいと思いますので、ここで、再問で、町税と公債権

の今後ということでお聞きしたいと思いますが、よろしいです

か。 
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（今宮 裕明議長） 

良いでしょう。 

 

（福島 登議員） 

はい、それでは、よろしくお願いします。 

 

（今宮 裕明議長） 

安岡税務課長。 

 

（安岡 良仁税務課長） 

それでは、福島議員のご質問、再問にお答えをいたします。 

今後の町税等の徴収の取組についてのご質問でございます

が、平成２９年度からですね、新たな取組みとしまして、今年

の４月から、税金をコンビニでも納めることができるコンビニ

収納サービスを開始をいたしております。 

特に、町外で、京阪神に住まわれている固定資産税の納税者

の方からはですね、税金を払うのに便利になったと電話を数件

いただいております。 

また、本町には、コンビニがございません。お隣の徳島県海

陽町には、４件あります。住民の皆さんは、その隣の海陽町の

コンビニで、お支払いをしていただいております。毎月収納件

数が増えてきております。 

ちなみに、８月現在で、コンビニ収納件数は、約２３００件

となっております。この、コンビニ収納が、今後、納税者の納

付の利便性を高め、収納率の向上に繋がればと考えております。  
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また、滞納処分についてでございますが、平成２９年度も引

き続きまして、安芸租税債権管理機構と連携を取りながら、合

わせて、本町独自でも滞納処分、滞納整理を行っていきたいと

考えております。 

その中で、納税者に、自主納付を促すこと、つまり、納期限

内納付に力を入れることとですね、本当は、やらなければいけ

ないのに、やってこなかったことを、今後、確実にやっていく、

また、常に、組織として、滞納処分に取組んでいく、また、税

務課だけではできない場合は、県や機構のお力を借りることな

ど、税務課での基本的な考えとして、職員間で共通認識を持つ

こととしております。 

また、滞納者の中には、機構に移管された、機構に移った滞

納分だけを機構に納め、町で新たに新規課税された現年分、今

年でいうと２９年度課税分ですけれども、２９年度分を収めな

い方がおられまして、新たに滞納となるケースがございます。  

このように、新たに、現年分が滞納となる方で、税務課の方

に納税相談にも来られない方については、不動産や預貯金など、

すべてに渡って財産調査を行いまして、担税力のあると判断し

た滞納者については、現年課税分を含めて、滞納処分、差し押

さえを行って行くこととしております。 

また、調査の結果、担税力がないと判断した滞納者、という

滞納処分、差し押さえをすることにより、生活が行き詰まり、

どうにもならなくなると判断した担税力のない滞納者につきま

しては、今後の生活再建を含めた執行停止などの滞納整理を行

っていきたいと考えております。 

滞納となっている税金を放置することは、納期限内に収めて
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いる多くの善良な納税者との不公平を著しく欠くことになりま

すので、一、徴収担当、一、税務課ではなく、東洋町という組

織の中で、強制徴収を行っていきますので、住民の皆さまのご

理解をよろしくお願いいたします。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

一連の徴収等については、成果が上がっていると思います。 

今、答弁にもありましたように、滞納整理についてはですね、

厳正な調査のうえ、対応していただきたいと考えております。 

二つ目の質問に移ります。 

税外の私債権の徴収状況と今後の取組みについて、お聞きを

いたします。 

 

（今宮 裕明議長） 

光本副町長。 

 

（光本 速雄副町長） 

福島議員の質問にお答えをいたします。 

税外の私債権の徴収につきましては、特に住宅新築資金であ

りますが、納付相談をいたしまして、平成２８年度では２件、

１２４０万円の完納がございました。 

今後も、住宅新築資金貸付や、町営住宅の使用料の滞納者の

納付相談や実態調査を行いまして、滞納者から納付をしていた
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だきたいと考えております。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

説明にもございましたようにですね、平成２８年度の成果は

ですね、債権管理機構の取組みと、税務課の皆さんの真剣な取

組によってですね、住民の方々の納税等に対するご理解が深ま

ったものと考えております。 

今後の課題として、私債権に対する取組みが上げられており

ますが、まずは、今後、税務課の体制が変わっても、現在の取

組みが継続、または、進展していくようにしていただきたいと

思います。 

次の質問に移ります。四つ目の質問です。 

ふるさと納税について、お聞きをいたします。 

一つ目に、平成２８年度から本格的に取組んだ、ふるさと納

税の成果をお聞きいたします。 

 

（今宮 裕明議長） 

大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

福島議員のご質問にお答えいたします。 

ふるさと納税につきましては、平成２８年６月から、ふるさ

とチョイスを開始したことによりまして、件数で７９６０件、
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寄附金額は約７４５０万円となっております。 

また、ふるさと納税に掛かる経費の内訳としまして、返礼品

に５２５０万円、ふるさとチョイスなどの事務経費に２００万

円、ふるさとづくり基金への積立２千万円となっておりまして、

寄附金額の構成で申し上げますと、５千円から１万円未満では、

約２７００万円の寄附、件数にいたしますと、４５３９件です。  

また、１万円から２万円未満では、約３５００万円、件数で

は２７５６件の寄附があり、全体の８割強を占めております。  

返礼品の内容では、ポンカン、伊勢エビ、タビエビ、魚など

の返礼割合が高くなっておりまして、特に、ポンカンは、ふる

さとチョイスの人気のお礼の品ランキング、果物部門で６位に

ランクインしておりまして、多くの注目を浴びたところでござ

います。 

また、参考となりますが、寄附金額を、平成２９年８月末で

比較をしてみますと、平成２９年度は１７４６万７千円、平成

２８年度では７５０万８千円で、対前年度比１３２．６パーセ

ントの伸びとなっております。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

今、答弁いただいたように、町の活性化がかなり進んでいる

と考えております。 

二つ目の質問に移ります。 
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ふるさと納税で得た自主財源の使い道について、今後の使い

道についてお聞きをいたします。 

 

（今宮 裕明議長） 

大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

福島議員のご質問にお答えいたします。 

これまでの、ふるさと納税分につきましては、ふるさとづく

り基金へ積立しておりまして、基金の現在高は、平成２８年度

末で２７００万円となっております。 

現在の本町の財政状況から考慮しますと、基金を有効活用で

きる状況には、現在ないと思いますので、しばらくは、基金へ

の積立を優先していきたいと考えております。 

また、将来的には、寄附金の使途を指定され、寄附をされて

いるものにつきましては、寄附者のご意向に沿った形で、本町

の事業に充当をして参りたいと考えております。 

また、参考になりますけれども、資料でお配りをしておりま

す、ふるさと納税の関係資料中、事業別の寄附８事業ございま

すが、それに占める割合で申し上げますと、町長にお任せコー

スで４０パーセント、それと、子育て支援に３２パーセントと

合わせて全体の７２パーセントを占めております。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 
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（福島 登議員） 

今の答弁にもありましたように、納税者の意向に沿った、今

後、使い方を考えていただきたいと思います。 

今、町の現状ではですね、生産、加工、販売の６次産業化や、

今回の補正予算にも入っていましたが、耕作地利用の取組みと

進められておる中、年末年始のふるさと納税繁忙期に向けて、

取組みが、さらに、進められることを願って、次の質問に移り

ます。 

最後の質問になります。国民健康保険について、次の点をお

聞きいたします。 

法令の一部改正に伴う平成３０年度以降の国民健康保険事業

について、お聞きをいたします。 

 

（今宮 裕明議長） 

築地住民課長補佐。 

 

（築地 仲音住民課長補佐） 

福島議員のご質問にお答えいたします。 

平成３０年度から国民健康保険制度の一部が変わります。 

国民皆保険を将来にわたり、守り続けるために、これまでの

市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うことになり

ます。 

都道府県をも、国民健康保険の保険者となりますが、資格や

保険料の賦課徴収など、身近な窓口業務は、今までどおり市町

村が行います。平成３０年度から新しい被保険者証などには、
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都道府県名が標記されるようになります。 

都道府県と市町村の役割ですが、都道府県の主な役割といた

しまして、一つ目に、財政運営の責任主体となる、二つ目に、

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

する、三つ目に、市町村ごとの標準保険料率を算定、公表をす

る、四つ目に、保険給付費等交付金の市町村への支払いなどが

上げられます。 

市町村の主な役割は、一つ目に、国保事業費納付金を都道府

県に納付する、二つ目に、資格を管理する、三つ目に、標準保

険料率を参考に保険料率を決定する、四つ目に、保険料の賦課

徴収を行う、五つ目に、保険給付費の決定、支給を行うことな

どがございます。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

 

（福島 登議員） 

再問というふうに考えてなかったんですが、検討の中でです

ね、市町村によっては、保険料が激変する可能性があるという

ことで、保険料の激変の緩和措置と、それともう１つ、高知県

内の保険料の水準の統一についてですね、話し合われていると

お聞きしています。 

このことについて、分かることで結構ですので、少しお話を

いただきたいと思いますが。 
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（今宮 裕明議長） 

築地住民課長補佐。 

 

（築地 仲音住民課長補佐） 

福島議員の再問にお答えいたします。 

激変緩和措置につきましては、標準保険料率が示され、被保

険者の保険料の負担が急激に増加する場合、県は、激変緩和措

置を講じ、保険料の激変を緩和することとされております。 

また、特例基金の繰入れによる激変緩和措置が、平成３０年

度から平成３５年度までと定められておりますが、高知県では、

当面は終期を定めず、被保険者への周知に努めながら、次期の

県国保運営方針の策定に向けた協議の中で検討を行うこととし

ております。 

また、国保税の上昇については、東洋町においては、低所得、

高医療という実情があり、激変緩和措置を受けましても、国保

税が上げることは避けられないものと考えます。 

平成３０年度からの納付金及び標準保険料率について、今年

の１１月に、仮の数値が示される予定でございますので、それ

を受け、協議検討して参りたいと考えております。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

保険料率のですね、統一ということも当初、そういう議論も
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議長 
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議長 

 

 

 

１番議員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

なされておりますけれども、高知県の場合はですね、当面の間

は、統一しないという方針を決定いたしております。 

 

（今宮 裕明議長） 

１番、福島登君。 

福島登君、もし、チャイムが鳴ったらね、発言を・・ 

 

（福島 登議員） 

すぐ終わります。２行です。 

このことについてはですね、住民生活に直結した問題ですの

で、今後、住民の皆さんにですね、迅速な情報提供をお願いし

て、私の質問を終わります。 

以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

福島登君の質問が終わりました。ここで、昼食のため休憩を

します。 

再開は、１３時３０分でお願いします。 

 

（休憩時間：１２時００分） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１３時３０分） 

 

続いて、高畠俊彦君の質問を許します。 

件名は、南海トラフ地震対策について他、１件であります。
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答弁者は、町長、教育長、他となっております。 

高畠俊彦君、質問を始めてください。 

 

（高畠 俊彦議員） 

それでは、私の一般質問に入ります。よろしくお願いいたし

ます。 

南海トラフ地震対策について。南海トラフ地震は、３０年以

内の発生確率が７０パーセントとされる中、平成の時代に入り、

阪神淡路大震災、新潟中越地震、東日本大震災、熊本地震など、

人命を奪う大きな地震が日本各地で起こっております。 

徐々に、南海トラフ地震の発生に近づいているのではないか

と、危惧をしております。それでは、質問に入ります。 

質問１番といたしまして、８月１８日、甲浦小学校の５、６

年生を対象に、防災キャンプが行われ、和光大学の制野俊弘先

生によると、「命と向き合う教室、被災地の子どもの声から学ぶ」

という演題で講演があり、防災士から、町民の意識向上を高め

るにはとの質問に対して、制野先生は、第一に学校教育である

と答えられました。  

私もそう思うのですが、教育長のお考えをお聞きいたします。 

また、今後、防災関連で、学校関係の取組みについて、考え

があれば、お聞かせ願いたいと思います。  

教育長、よろしくお願いします。  

 

（今宮 裕明議長）  

川田教育長。  
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（川田 真由美教育長）  

それでは、高畠議員の質問にお答えします。  

高畠議員にも参加いただきました制野先生の講演のほかに、

１８日、１９日の２日間で、登下校時の避難場所の確認や非常

食での食事、パーテーションを使った居住スペース作りや救急、

救命法など、児童にとって貴重な体験になったと思っておりま

す。 

また、６月２４日には、東洋町防災士連絡会の主催による防

災演劇「言い伝え」に、野根小、甲浦小学校の児童が出演させ

ていただきました。  

この日、合わせて、３．１１からのメッセージ展が開催され

ました。このメッセージ展は、野根中学校のふれあい参観日の

期間中にも開催され、子どもたちをはじめとする、地域の人た

ちにも命の大切さなど、熱いメッセージが届いたと思います。  

このように、学校で行う防災教育により、子どもたちが学ん

だことを保護者を通じて地域に情報を発信することにより、住

民の方々の防災意識への向上、啓発になればと思っております。

子どもが変われば保護者も変わるといわれております。  

引き続き、教育委員会としても防災教育への取組みの支援、

推進を行って参りたいと考えております。  

また、今後の取組みですが、各小中学校においては、高知県

安全教育プログラム、震災編に基づいた授業を行っており、年

間授業時間数の目標値を設定して、防災教育に取組んでおりま

す。 

１０月２０日には、野根小学校の防災参観日で、岡村先生の

防災講演会を予定しております。多くの方の参加をお願いいた



９０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

３番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

します。  

お願いも入っておりますが、以上で私の答弁とさせていただ

きます。ありがとうございました。  

 

（今宮 裕明議長）  

３番、高畠俊彦君。  

 

（高畠 俊彦議員）  

再問いたします。  

この講演で、制野先生の講演会の時にもらった資料の中に、

東日本大震災の時、野蒜小学校、当時６年生の斉藤まやのさん

が体育館の中で津波にのみ込まれた時に、衣服を着たままプー

ルに入る着衣泳の授業を思い出し、力を抜いて、水に浮かんで

いれば救助され、助かると、これを思い出し、実践し、助かっ

たということの新聞記事の切り抜きが載っておりました。  

後日、災害から身を守る教訓から継承する活動をしていると

いう新聞記事の切り抜きがありました。  

また、講演してくださった制野先生も、東日本大震災の被災

者であり、学校の運動場内で逃げ遅れた住民の方を救おうと、

同僚の先生が助けに行き、住民共々津波にのみ込まれ犠牲にな

ってしまったのを目の当たりに見て、今でも思い出して、心が

痛むと言っておりました。  

東洋町での南海トラフ地震へのソフト面での防災対策につい

て、教育関係者、行政関係者共に知識を深め、被災者が１人で

も少なくなるよう努力してもらいたいと思います。  

町長のお考えをよろしくお願いいたします。  
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（今宮 裕明議長）  

松延町長。  

 

（松延 宏幸町長）  

想定外のご質問、ありがとうございます。  

当然ですね、学校教育の中の今回の取組みにいたしましても、

ソフト事業というところがメインになってくると思うわけで

す。 

が、今回の場合はですね、県の限定補助１５万円ということ

を活用いたしまして、取組んだわけでございますが、これが、

以外に、先ほどの教育長の答弁にもございましたけれども、色

んな取組みをしているところでございまして、当然、予算の絡

むことはですね、町長部局と擦り合わせをせないかんというこ

とで、町長部局といたしましても、一生懸命ですね、予算の面

で協力していきたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。  

 

（今宮 裕明議長） 

川田教育長。  

 

（川田 真由美教育長）  

私の方からなんですけれども、着衣泳についてのことが先ほ

ど言われておりましたが、私も、あの後すぐに、甲浦小学校の

校長先生に、着衣泳はされていますかと質問しましたところ、

水が汚れますので、プールの最終日には実施するようにしてい
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おりますということでした。  

野根小学校も同じくの返事が返ってきたんですけれども、申

し訳ありません、されたかの確認は行っておりません。  

以上です。  

 

（今宮 裕明議長）  

３番、高畠俊彦君。  

 

（高畠 俊彦議員）  

ありがとうございました。  

町民の命に関わることでございますので、より一層努力をし

ていただきたいと思います。  

続きまして、二つ目の質問に入ります。  

二つ目の質問といたしまして、耐震改修補助事業について質

問いたします。  

平成２９年度に、昭和２６年以前に着工された木造住宅につ

いて、耐震診断は無料、耐震改修設計費４４万２千円、  

 

（今宮 裕明議長）  

高畠議員、昭和５６年ですね。２６年じゃなくて。  

 

（高畠 俊彦議員）  

すみません、間違えました。どうもすみません。訂正します。

昭和２６年以前にです。  

 

（今宮 裕明議長）  
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えっ、５６年。  

 

（高畠 俊彦議員）  

昭和５６年。間違えました、再度間違えました。失礼しまし

た。 

昭和５６年以前にということです。  

耐震診断は無料、耐震改修設計費４４万２千円、耐震改修費

１５２万５千円までの補助金が出る。  

約９０パーセントの住宅が、補助金内で、できているとのう

たい文句で募集を募りました。  

その結果、現在までに、耐震診断６７件の申込みがあり、そ

の内、１５件が耐震診断が終わり、１１件が設計申込書預かり、

１件が改修工事完了と聞いております。  

それでは、質問に入ります。  

質問一つ目としまして、このような進行状況で、申込者の数

を、２９年度中にクリアすることができるのか、質問いたしま

す。 

 

（今宮 裕明議長）  

大坪総務課長。  

 

（大坪 靖幸総務課長）  

高畠議員のご質問にお答えいたします。  

今回の補正予算第２号と繰越事業も含めまして、耐震診断８

５件、改修設計１０件、耐震改修９件分の予算化がされたこと

になります。  
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高畠議員が懸念されておりますように、現在の進捗状況では

遅れ気味となっておりますが、予算執行につきましては、年度

内完了を目指し、早期発注、早期完了を心がけて取組んで参り

たいと考えております。  

以上でございます。  

 

（今宮 裕明議長）  

３番、高畠俊彦君。  

 

（高畠 俊彦議員）  

それでは、先ほどの質問に対して再問いたします。  

当然、できなければ、３０年度に繰越ということになるので

しょうが、耐震診断の申込み６７件中１５件は終わり、残り５

２件でありますが、今回の補正予算では、先ほど説明がありま

したが、補正予算で２５件分８４万９千円計上されており、残

り２７件分については、それなりに、繰越で、ことができそう

ですが、耐震診断１５件中１１件の設計申込み預かりの確率か

らいいますと、約４９件の設計申込みがあることになりますが、

今回の予算、先ほど、予算合わせて、まだまだ足らないような

気がします。耐震改修助成金も、それも、かなり、足らないよ

うな金額になると思いますが、次の補正予算に計上するのでし

ょうか。  

 

（今宮 裕明議長）  

大坪総務課長。  
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（大坪 靖幸総務課長）  

高畠議員の再問にお答えいたします。  

２９年度の補正予算につきまして、国、県の方にですね、耐

震診断関係の事業費について、追加要望をしたところでありま

すけれども、今回の補正第２号分で計上した分しか予算がつか

なかったのが、今、現実でございます。  

以上でございます。  

 

（今宮 裕明議長）  

３番、高畠俊彦君。  

 

（高畠 俊彦議員）  

再々問いたします。  

今の答弁では、これくらいしか予算がつかなかったというこ

とでございますが、今の条件の良い補助事業ですので、まだま

だ、これから申込みがあるように思いますが、その時はどのよ

うにいたすのですか。  

 

（今宮 裕明議長）  

大坪総務課長。  

 

（大坪 靖幸総務課長）  

高畠議員の再問にお答えいたします。  

新聞記事にも出ておりましたように、国の補助金の見直し等

もございまして、中々、配分の方も、東洋町の方には、回って

こなかったということになっておりますが、３０年度以降にお
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きましても、国、県の方にですね、強く要望の方はして参りた

いと考えております。  

以上でございます。  

 

（今宮 裕明議長）  

３番、高畠俊彦君。  

 

（高畠 俊彦議員）  

再々問いたします。  

 

（今宮 裕明議長）  

もう、１問目は終わりました。  

②の方に移ってください。 

 

（高畠 俊彦議員） 

すみません。それでは、②の質問に入ります。 

耐震診断、改修設計、耐震改修は、それぞれ、何人、何組の

業者が取組んでいるのか、お聞きしたいと思います。  

なぜなら、町民の方より、何ヶ月も前に申し込んだのに、耐

震診断すら、未だにできていないというような声が、何件かあ

がっております。  

よろしくお願いいたします。  

 

（今宮 裕明議長）  

大坪総務課長。  
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（大坪 靖幸総務課長）  

高畠議員のご質問にお答えいたします。  

現在、耐震診断及び改修設計とも、NPO 法人、それと、設計

事務所が取組んでおりまして、耐震診断の普及活動では、現在

４人の方が、それと、耐震診断及び設計では６人、耐震の改修

工事では６人の方々により事業を実施しております。  

耐震改修工事につきましては、町外の２業者が取組んでおり

ますが、その内、地元大工との連携により、改修を進めている

場合もございます。  

 

（今宮 裕明議長）  

３番、高畠俊彦君。  

 

（高畠 俊彦議員）  

再問よろしくお願いします。  

結局、それなりに、業者は取組んでいるとは思いますが、今

までの申込み６７件よね、それをクリアするのには、中々、難

しいような気がいたします。  

おそらく、先ほども言いましたが、耐震診断から始まって、

今、設計預かりがというようなことで出した、その割合から言

えば、４９件、２９年度には、おそらく、今の状態では、中々、

難しいような気がいたします。  

また、新たな補助事業の活性云々、いうことになれば、中々、

先ほど総務課長がやったようによ、申し込んだち、その予算が

つかないということになれば、中々、この６７件すら難しいの

ではないでしょうかね。  
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それでは、三つ目の質問に入ろうと思います。  

三つ目の質問に入る前に、お断りをいたします。議長、議会

事務局、執行部にお断りを入れ、一部質問を訂正をいたしまし

た。よろしくお願いいたします。  

それでは、三つ目の質問に入ります。  

この耐震改修補助事業は、３０年度までと聞いておりますが、

３０年度までに終わらなかった場合、繰越で、この補助金は出

るのか。  

先ほどの答弁では、中々、全額、６７件分全額は、中々、出

ないように、お受けいたしましたが、どうなのでしょうか。よ

ろしくお願いします。  

また、この補助金の改正の話が出ているようですが、３０年

度は、この補助金は使えるのでしょうか。それも、先ほどの答

弁を聞けば、全額は、中々、難しいような気がいたしますが、

ご答弁よろしくお願いします。  

 

（今宮 裕明議長）  

大坪総務課長。  

 

（大坪 靖幸総務課長）  

高畠議員のご質問にお答えいたします。  

まず、耐震改修費等補助金について、まず、財源内訳をご説

明いたしますと、国が２分の１、県が４分の１、町が４分の１

となっております。  

平成３０年度の概算要望について、国、県の方に提出してい

るところでございまして、仮に、要望額どおりの内示をいただ
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き、年度内に予算執行できなかった場合は、翌年度に繰越して、

耐震改修等補助金事業として予算執行できるものと考えており

ます。 

 また、国の補助金制度でありますが、一部改正の予定もされ

ておりまして、事業の廃止も決定しておるようです。  

平成３１年度以降も現状並みの補助が継続できるような補助

金の創設や拡充を求め、県などが国に対して政策提言を行って

おりまして、本町も、こういった国、県の動向を注視しながら

耐震改修費等の補助金が継続できますよう、取組んで参りたい

と考えております。  

以上でございます。  

 

（今宮 裕明議長）  

３番、高畠俊彦君。  

 

（高畠 俊彦議員）  

再々問ですよね。  

先ほども申し上げたのですが、２９年度、こういうような有

利な補助事業で、町もそれで一生懸命取組んだ結果、その申し

込んできた人、その人たちが、全員補助事業が取入れれるよう

な補助金をですね、もらっていただけないと町行政としてはね、

一部だけ、今６７件のうち一部だけ、その補助事業が使え、後

は、また改正された補助金しか出ないということになれば、町

行政大きな信用問題に繋がると思います。  

できるだけ、がんばってください。よろしくお願いします。

これで、私の一般質問を終わります。  
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（今宮 裕明議長） 

高畠議員の質問が終わりました。 

続いて、田島毅三夫君の質問を許します。 

件名は、防災センターと避難倉庫、避難タワーのかさ上げの優

先度について、ほか１６件であります。 

答弁者は、町長、教育長ほかとなっています。 

なお、田島毅三夫君から１０番の冷凍施設の放置は許されない

については、取り下げることを事前に聞いておりますので、これ

を認めます。 

田島毅三夫君、質問を始めてください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それでは、質問させていただきます。 

 まず、一つ目に、防災センターと避難倉庫、避難タワーのかさ

上げの優先度ということについて、１点お聞きしたいと思いま

す。 

 浸水区域に、２億５千万円もかけて建てる防災センターより、

まず、住民の生命を守る２５箇所の避難倉庫の設置とかさ上げし

なくては使用できない白浜地区の避難タワー２基の改修が先で

はないかという質問でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 
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 田島議員のご質問にお答えいたします。 

 地域防災センター建設につきましては、役場本庁舎の２階の一

部が浸水すると予測されておりますことから、被災し、本庁舎が

使用できなくなった場合には、本町の災害対応が遅れるととも

に、町の業務機能も一時的に停止するおそれがございまして、被

災後に住民の生活など混乱を生じさせないように、復旧応急活動

の拠点として重要な役割を持つ施設であると考えております。 

 また、この施設には、避難スペースを設けておりまして、屋内

外を合わせますと約２００人が避難できますし、備蓄倉庫も兼ね

備えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 防災倉庫の設置につきましては、町内６４箇所に設置する計画

でありまして、現在、設置できているのは３９箇所となっており

ます。 

 残りの防災倉庫２５箇所については、県の補助金を活用しなが

ら順次整備を進めて参りたいと考えております。 

白浜地区の既存のタワーにつきましては、構造上の問題でかさ

上げすることが困難でありまして、本町全体の津波避難タワーの

建設計画では、まだ未整備地区もございますので、現在、そちら

を優先している状況であります。 

 以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 再問させていただきます。 
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 津波というのは、いつ来るかわかりません。休日や深夜の震災

発生時、ガレキや流木で埋まった入口を誰がどのように開けて防

災センターを機能させるのか、また、 

 

（今宮 裕明議長） 

 田島議員。 

 早口でやるとですね、 

 

（田島 毅三夫議員） 

 今、テープ止めちょってくれ。時間がもったいない。 

 止まっちゅうかえ。 

 

（今宮 裕明議長） 

 なるべくゆっくり、しゃべってください。 

 放送を聞く人もわかりませんので。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 時間がないんです。 

 避難倉庫の設置、避難タワーの改修は、いつ完了されるのか、

以上２点お聞きします。 

（自席から、議長、ちょっとかまんですか、と発言あり。） 

 

（今宮 裕明議長） 

 はい。１番、福島君。 

 

（福島 登議員） 
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（自席から）ここでかまんですか。 

 

（今宮 裕明議長） 

 どうぞ。 

 

（福島 登議員） 

（自席から）白浜の２基ともかさ上げしてないかやいうことや

ないでしょ。 

 第２タワーは、かさ上げしなくていいでしょ。そういう答弁せ

ないかんのとちゃうんやないかな。 

（自席から、ありゃという声あり。） 

 第２タワーは、かさ上げしなくていいでしょ。そういう認識で

おりますけど、議長。 

 

（今宮 裕明議長） 

 今から答弁するでしょ。 

 よろしいですか。 

 （自席から、いいですよと発言あり。） 

 （自席から、住民がね・・・と発言あり。） 

（自席から、わしが再問しゆうと発言あり。） 

（自席から、これ休憩、休憩と発言あり。） 

違います。 

暫時、休憩します。 

（休憩時間：午後１時５９分） 

 

再開します。 
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（再開時間：午後２時００分） 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 お答えいたします。 

 現在、白浜の２基でございますけれども、１基は８０センチの

余裕があるということでございまして、 

（自席より、どちらの方ですと発言あり。） 

（自席より、第２と発言あり。） 

第２の方ですが、余裕がないということで、できればかさ上げ

してですね、というような計画もしておりましたけれども、これ

は建築確認法上、ちょっと無理があるということで、別の所を検

討しなければならないような状況となっております。 

今現在までですね、避難タワーのないところを優先してやって

きたわけでございまして、当然、財政的なこと、あるいは、補助

金の問題もございます。財源の確保をといった最も重視しなけれ

ばならないことをですね考慮して、予算を許せる範囲と有利な方

策を検討して、全体的な中で取組んできております。 

現在のところ、ヘリポートの建設でありますとか、また、２箇

所の防災倉庫の建築、あるいは、優先度と財源の確保ができたも

のから取組んでいるわけでございます。 

なかなか町財政の中では、何ごとも一度にやれないという状況

があるわけでございまして、なかなかですね、時間がかかってい

るということでございます。 

ご質問の今般の生見の防災センターでございますけれども、長

年の懸案事項でございましたけれども、ある程度ですね、避難路
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も整備されてきたというような状況の中で、時期的にですね、今

の時期が適当ではないかなというふうに考えております。 

と申しますのも、先のですね、熊本地震でのある町ではですね、

庁舎本体が倒壊したというような事例もあります。 

ここで庁舎機能の麻痺、復興への取組みの遅れということが指

摘をされまして、庁舎の見直しという気運も高まってきておりま

す。 

当然、住民の命の方が第一でございますけれども、その対策本

部となるべき本庁舎が倒壊してしまったらですね、当然、遅れて

くるというような、色んな情報もあるわけでございまして、この

住民情報の回復には多くの時間を要するというようなことも指

摘をされているところでございます。 

本庁の庁舎はですね、地震には耐えられても、ご指摘のように

津波の心配もあるわけでございます。２階まで来るというような

ことになっておりますので、まず、住民情報などの情報機器の確

保をするという本体機能や防災機能の確保ということが懸念さ

れてきたことでございまして、今回の施設はですね、地区の避難

施設としても位置づけております。 

対策本部としての機能も確保いたしまして、いざとなれば、庁

舎機能の代替えともなることを想定しているわけでございます。 

財源的にはですね、４年間延長されました緊急防災減災事業債

を有効活用することとしておりまして、タイミング的にも財源的

にも、今が適切かなと思っております。 

起債対象外部分につきましては、県から上乗せをされました防

災加速化基金の活用も可能と聞いておりますので、そのような財

源措置をとっていきたいというふうに考えておりますので、ぜ
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ひ、ご理解願いたいと思います。 

反対はされておりましたけれども、よろしくお願いします。 

（自席より、議長、ちょっと答弁漏れを言ってください、再問の

一番目、と発言あり。） 

（自席より、震災発生時、ガレキや流木で埋まった入口を誰がど

のように開けて防災センターを機能させるのか、その辺のところ

を、と発言あり。） 

 

（今宮 裕明議長） 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 そんなことも想定はされてますけれども、想定されない場合も

あるわけでございますので、やってみなければ、わかりませんし、

当然、いつ来るかもわからないというようなことと同じようなご

質問でございますので、最悪のことを考えながら取組んで参りた

いというふうに思っております。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 これは、もう一遍確認させて。しゃべり出したら時間が入るん

かい。 

 町長の答弁の中にちょっと気になることがありました。 

 この庁舎は、どんなんですか。耐震化はされてるんですよね。 
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 （議席より、６１年ですので、と発言あり。） 

 間違いありませんね。了解。 

 もう一つお聞きしますが、どれくらいのその今言う、白浜１基

目、２基目の改修費用がいるのか、ちょっとお聞かせ願いたい。 

 そして、それによって金額が安いようであれば、並行してです

ね、センターと一緒にやっていただきたいが、答弁お願いします。 

 

（今宮裕明議長） 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 当然ですね、白浜の場合もですね、検討の余地がかなりあるわ

けでございまして、どこの場所にするのか、あるいは、併設と言

ってもですね、用地交渉から始めなければならないというような

問題もあるわけでございまして、用地がご理解していただかなけ

ればならないという大前提があるわけでございますので、今ここ

に増設するとか、新設するとかという答弁はなかなか難しいとお

答えをするしかございません。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 二つ目の質問に移ります。 

 要援護者避難支援計画の見直しということで、お聞きします。 

 ６年もかけてデータを集めましたが、誰が誰をどこへ避難援護
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するかの計画も立たず、データがまったく用をなしていません。 

 それより、同じ避難場所に逃げる近隣者でグループをつくり、

日常普段から防災、避難、復興について、共助し合う仕組みに変

更しようではありませんか、という質問です。 

 以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 

 田島議員の質問にお答えをいたします。 

 要配慮者避難支援事業の計画につきましては、個人情報を基に

同意していただいた方に対して、近隣住民の方の支援と公共の関

係機関等が個人情報を基に支援をしていくことになっておりま

す。 

 南海地震等の津波の避難につきましては、急を要しますので近

隣の方々の助け合いによって逃げるようになると想定されます。 

 公共等の関係機関の支援につきましては、主に、その後の支援

であったり、津波ではない比較的急を要しない場合の避難支援で

あったりですね、地震の揺れや土砂崩れにより家屋が倒壊した際

に、情報を基に救助活動を行うこと等になると思います。 

 急を要する津波の避難につきましては、自主防災組織等、近隣

グループで話し合いをしていただいて、助け合いの仕組みを作っ

ていただくことが大変重要になってくるかと思います。 

 この仕組みづくりが、田島議員が言われておる仕組みづくりと

同様のものでないかと考えております。 
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 以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それでは課長、その仕組みは、いつ作りますか。どのように作

りますか。答弁をお願いします。 

 

（今宮 裕明議長） 

蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 

 再問にお答えをいたします。 

 その仕組みづくりにつきましては、自主防災組織等で話し合っ

ていただくことが大事になってきます。この事業で行うことはで

すね、要配慮者の把握、避難行動要支援者名簿の作成、名簿情報

提供者についての同意の取得、避難支援者と関係者への事前の名

簿情報の提供、個人計画の策定、避難訓練等の実施、避難行動要

支援者名簿の更新と情報の共有というようなことになっており

ますので、その助け合いの仕組みづくり、まっ、緊急を要する津

波等に対しての仕組みづくりに関しましては、自主防災組織等で

話し合いをしていただいて、作っていただくのが一番いいのでは

ないかと考えております。 

 以上でございます。 
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（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 情報公開がぜんぜんできていない、名簿も公開されていない、

そういう中でですね、この今４６ある自主防災組織がどのように

して進めていくんですか。 

 それは、自主防災組織にまかすんですか、それとも、町が主導

してから、それを進めていくんですか。 

 その１点をお聞きします。 

 

（今宮 裕明議長） 

 蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 

 この事業を基にですね、情報公開等をしていく予定にはなって

おりますが、仮に住民さんが、緊急を要するような津波に対して

の避難を先にしなければならないと考える場合は、自主防災組織

自体がその対象者の方と話し合いをしていただいて、その対象者

が、私の情報は、そのまま皆さんと共有しますというような了解

が得れば、その時点でそういう仕組みづくりはできると思ってお

ります。 

 以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 
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 次の防災グッズに移ってください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 かみ合っておりませんので、これで止めておきますが。 

 各戸に、いざの時の防災及び避難に必要なライトや水、ティッ

シュ、ライター、薬などを入れた避難リュックの支援を提案する

がどうでしょうかという質問でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

 田島議員のご質問にお答えいたします。 

 防災リュックの支給については、防災グッズの購入経費も含

め、補助金制度がないか検討もしたところですが、現在、国県の

補助金制度はございません。 

 以前に、防災訓練に併せて、黒色のリュックのみ支給した経過

もございますが、現時点では、住民の方々でグッズも含め購入し

ていただけたらと考えております。 

以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 ４番目の質問に入ります。 
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防災や産業発展にドローンの活用をということで、１点、２点

お聞きします。 

農薬散布が３分の１の時間でできると新聞に出ていましたね。

周囲の農家が連携して行えば、さらに省力化し、効果も大きく経

費も安くなる、こう聞いております。 

こうしたドローンの活用研究を求めますが、どうでしょうか。 

 

（今宮 裕明議長） 

 伊吹産業建設課長。 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

 田島議員の質問にお答えいたします。 

 ドローン使った農薬の散布についてはですね、農業者が実施す

る者ですから町が決定をするものではありませんし、実施できる

ものでもありませんが、多数の農業者から、そのような要望があ

り、ドローンの活用方法等について、研修会や講習会等の開催の

希望があれば、検討することは可能だと考えております。 

 以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 二つ目です。 

 白浜海水浴客の楽しみと安全確保のために、見張り台付きのイ

カダを浮かべ、浮き袋を備え、イカダの上から監視してはどうか。 



１１３ 

 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

産業建設課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 また、ひも付きの浮き袋を陸上監視タワーに用意して、いざの

時には、ドローンで運び、遭難者の前に落として、ひもを引き救

助してはどうかという質問でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 伊吹産業建設課長。 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

田島議員の質問にお答えいたします。 

過去には浮き台を設置していた時期もあったようですけれど

も、イカダを浮かべての海水浴場の監視となると、トイレや休憩

などの移動に時間を要し、その間の監視体制等にも支障が出て来

ることも考えられますので、イカダでの監視は難しいのではない

かと考えてます。 

また、ドローンの活用した救助については、人がたくさんいる

場所での使用は規制をされていますので、まずは、その規制等を

クリアすることからの検討が必要ではないかと考えております。 

以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 そのためにも、今言うイカダの上に、それであれば、ドローン

を置いてね、こちらの陸上の監視塔からそのドローンを操縦して

やったら、人の上通らいでもえいと思います。 
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 この間もテレビで、アメリカやったかどこやったか外国で、お

ぼれる方を助けるために何十人の方が手をつないでいて助けた

ということがテレビでやっておりました。そういうことのために

も、やはり、このドローンを使ってもらいたいと、こういうこと

でございます。 

 今後、買い物弱者への宅配や現地調査、災害捜索、釣り客など

への弁当や山林作業への資材の搬送など、今後、需要がますます

拡大されると思います。このドローンはですね。 

 このふるさと納税のように、出遅れないように町は支給と言い

ますか、大至急、このドローンについての対応を考えていただき

たいと思いますが、町長の考えをお聞きしたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

 （自席から、どうで町長お願いします、と発言あり。） 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 色々とですね、活用はあろうかと思いますが、今ですね、余裕

はございませんので、またその時期が来れば、真剣に検討したい

と思います。 

 以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 



１１５ 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 
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 ５番目の質問に入ります。 

 淀が磯に観光客や遍路さん用のトイレの設置ということで、１

点お聞きします。 

 観光客や遍路さんら、特に女性は困っておりますので、淀が磯

に国交省管理の公衆トイレの設置を求めました。これは、馬路で

ですね。ところが、国だけでは厳しいとと返答ありましたので、

管理については、国と県と町が応分の負担で行えば、国も動くと

思いますが、町長の考えをお聞きしたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

 伊吹産業建設課長。 

 （自席から、ええ、指名しちゃあるのに、と発言あり。） 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

 まずは、私の方からお答えいたします。 

 議員指摘のとおり、淀が磯の区間については、民間の方が設置

したトイレが一箇所あるのみで、公衆トイレはありません。 

 トイレの設置の大きな問題点として、水道が引かれてないこ

と、また、集落がないため清掃や維持管理などに問題もあり、現

段階では、トイレの設置については考えておりません。 

 以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 



１１６ 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 国交省が動けば、どうでもなると思います。また今後の課題と

しておいてください。 

六つ目の質問に入ります。 

小中生徒の維新博覧会見学のことについて、教育長にお聞きし

たいと思います。 

 平成３１年４月まで開催の志国高知維新博覧会は、坂本龍馬の

新書簡が発見され、国内外の人たちにも好評であります。本町は

遠くてなかなか行けません。せめて、小中生徒だけでも、町のバ

スで、冬休みや連休などに見学させてあげてはどうでしょうか、

という質問であります。 

 

（今宮 裕明議長） 

 川田教育長。 

 

（川田 真由美教育長） 

 田島議員のご質問にお答えします。 

 各小中学校にですね、社会見学の運転手賃金として予算計上し

ており、学校の実情に合わせて活用されております。 

 昨年度の主な見学先ですが、牧野植物園、テレビ高知、高知県

立文学館、日本銀行高知支店、安芸市防災センターなどに見学に

行っております。 

 以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 
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議長 

 

 

７番議員 

（田島 毅三夫議員） 

 だから、そういう視察の中に、ここを今年はどうでしょうかと

いう質問でございます。 

 もう一度、答弁をお願いします。 

 

（今宮 裕明議長） 

 川田教育長。 

 

（川田 真由美教育長） 

 先ほどの答弁の中にも含まれておりますが、学校の実情に合わ

せて活用されておりまして、昨年度の主な見学先もですね、各学

校で計画を立てて、実行されております。 

 教育委員会として、そういう計画を立ててっていうことは、使

い勝手も悪くなりますし、時季的なことも小学校、中学校それぞ

れありますので、考えておりません。今のところですが。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 教育長が替わられても、同じですね。 

 ７番目の質問に入ります。 

 行政と住民の地区懇談会の開催について、町長にお聞きしたい

と思います。 

 ここ２年間やったですかね、行われていませんが、住民さんの

生の声を聞き、行政に反映させるためには、町長と住民さんの地
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区懇談会の開催が必要だと思っておりますが、どうでしょうか、

お聞きします。 

 

（今宮 裕明議長） 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 地区懇談会ということですかね。これも何年間かやってきてお

りますが、最近はちょっと休止状態と言いますか、時期の問題も

ございまして、議員さんがですね、地区懇談会に行ったという年

もあるわけでございまして、ダブらないようにとか、色んな配慮

の中で遠ざかっておる状況となっております。 

 当然、地区懇談会の開催につきましては、来年度以降に時期を

検討して実施したいというふうには考えております。 

 当然、私もですね、たくさんの裁判も引き受けてきておりまし

たので、ある程度ですね、一定のところにきておりますので、そ

のようなことも含めましてですね、ホームページなど、あるいは、

新聞報道などにもされていないような訴訟案件についてもです

ね、そういったことも聞きたいというような要望も直接聞いてお

りまして、そのような機会としても考えていきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 
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（田島 毅三夫議員） 

 住民の声を聞いて、行政に反映するというのは公約やと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

 ８つ目の質問です。 

 行政事務への提案や賛否にわたる意見を求めて、目安箱、投書

箱ですね、それを設置したらどうでしょうかということでござい

ます。 

 町発展には、子どもも含めた住民のアイデアや意見の集約しか

ないと考えております。現在ある行政ポストを投書箱として、行

政全般の行財政全般への意見や提言を受け、庁舎玄関や掲示板に

張り出し、必要なものは町広報に掲載して実行すれば、住民意志

が反映された明るい行政ができると思いますが、町長の考えはい

かがでしょうか。 

 

（今宮 裕明議長） 

 光本副町長。 

 

（光本 速雄副町長） 

 田島議員のご質問にお答えいたします。 

 行政ポストにつきましては、現在、町内に９箇所設置をしてお

ります。 

 田島議員のご指摘のとおり、ご意見や提言につきましては、行

政ポストに投函をしていただきましたら、関係機関と協議、検討

したいと考えております。 

 よろしくお願いします。 
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（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 仕事や経済的な問題でですね、ほんまに大変です、住民さんは。

そういう生の声をぜひ聞いてあげてください。よろしくお願いし

ます。 

 ９つ目の質問でございます。 

 阿佐東線の DMV 導入の問題点について、お聞きしたいと思いま

す。 

 平成３１年度の DMV 導入予定にはですね、約１０億円が必要で

あると、こう言われております。町負担は、１億円であります。

今後の付帯費用を含めますと総額が２０億円との予測もありま

す。そうなれば、２億円です。 

 一方、その運用については、費用対効果や運行マニュアル、収

支予測も含めて、未だに確かな計画はでていません。 

今、国は、私鉄への助成金を増やして、経費の３分の１を補助

すると打ち出しています。 

どちらが有利か、あるいはまた、乗客数、運行コース、利用者

の利便性、将来性などを、費用対効果も含めて再検討し、住民説

明を行えと、こうお願いしたいんですが、町長の考えをお聞きし

たいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

 大坪総務課長。 
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（大坪 靖幸総務課長） 

 田島議員のご質問にお答えします。 

 DMV につきましては、２０２０年、平成３２年度の運行を目指

し、整備が進められているところでありますが、平成２９年度で

は、DMV 車両を発注し、２０２０年度までに３台を導入予定とな

っております。 

 阿佐東線の運営については、自治体が積み立てました基金に頼

っている現状がありまして、経費削減に向けた取組みが現在なさ

れておるところでもございます。 

 DMV 導入経費については、徳島、高知県で各自治体の負担額を

少しでも軽減できるように、国の補助金が活用できないか検討も

されておるところでございます。 

 DMV は、車両自体が観光資源であり、新たな観光振興、阿佐東

地域の活性化に貢献できるものと考えております。 

 また、線路と道路の両方を走れる特性により、大規模災害発生

時には、線路と道路をつなぐことで防災面の強化も図られます。 

 以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

再問ですか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 再問。 

 そうであればですね、課長。その費用対効果や、あるいは、収

支報告、計画といいますか、予測といいますか、それはカッチリ
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出していただきたいと思います。 

 それから、仮に１０億円注ぎ込んで、お金がかかりますが、そ

のお金を注ぎ込むのであれば、私は、今現在、５千万ぐらいの年

間の赤字が出ておりますが、その費用でいくとしたら２０年間そ

の費用で賄えるということであります。 

 そういうことを考えたら、やはり、これは、しっかりとした計

画を練って、行き当たりばったりでなく、しっかりとした計画を

練って進めていただきたい。 

 そのことで、もう一度答弁をお願いしたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 田島議員の質問ですね、将来のことを心配してのご質問という

ことでございますけれども、現在はですね、もう再検討するとい

うような段階ではないわけでございまして、徳島県、高知県も

DMV を導入するという方向で進んでおります。 

 財政措置もですね、より良い方向でということで両県が検討も

しているところでございまして、国の方にも要望もしているとい

うような段階に来ています。 

 ご提言の中で、活用方法などはですね、常に再検討をしていく

ということは変わりませんので、今はですね、有利な補助制度の

活用をさらに検討していくということでご理解を願いたいと思

います。 
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（今宮 裕明議長） 

 田島議員。 

 次の質問ですか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 そうです。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ここで、休憩をします。 

 再開は、１４時４５分でお願いします。 

（休憩時間：午後２時２９分） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：午後２時４５分） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 質問を続けてください。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 最後の答弁の中に、こう言われましたね。DMV については、ご

理解いただきたいという答弁がありましたが、ご理解できません

ので、ほれを一言言っておきます。 

 １１番目の質問に入ります。 

 本町と海陽町とのゾーン連携での地域振興策の検討というこ

とで、１点お聞きしたいと思います。 

 ７月の海陽町議会との本町議会議員の協議会の中で、両町が県

境を越えたゾーン、地域ですね。で連携し、農林漁業商業はじめ、
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観光や教育、医療、災害対策など、地域振興を図ろうと、こう提

案したところ、議長に止められました。そのままになっておりま

す。 

 その時、両町長もおられましたので、お聞きしますが、どうで

しょう、こちらの町長の方から、本町町長の方から、海陽町長と

のトップ交渉と言いますか、お話しするようなことはできないで

しょうか。お聞きしたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 お答えいたします。 

 中身にもよりますが、海陽町とはですね、当然、阿佐東線のこ

ともございますし、高規格道路のこともございまして、今までも

連携をして、一緒にですね、取組んでいるところでございます。 

 先ほどのご質問の中にもございましたけれども、議会同士の交

流ということもですね、やっと復活といいますか、復活して３年

目ですかね、２年目ですかね、２年経ったということでございま

して、徐々に議会同士の交流も深まってきているということでご

ざいます。 

 当然、合区のですね、選挙制度のこともございます。さらに、

連携を深めていきたいというふうには考えております。 

 例えばですね、行政間だけでもないわけでございますが、当然、

自然を活かしてですね、海部川と野根川というのは、地形的に似

ているというような専門家のご指摘もいただいておりますが、協
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同して売り出していくというような方策なども、今後、検討して

いきたいというふうに考えております。 

 そのような中でですね、それぞれの地域の実情、事情もあるわ

けでございますので、これからというところでございます。 

 以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 再問させていただきます。 

 最近、高知市や宿毛市でもですね、周辺市町村との連携が検討

され始めておりますね。新聞報道によりますと。 

零細な本町などは特にですね、近隣市町村との連携が必要とな

ると、こう考えております。 

たぶん、海陽町長も同じ考えだと思うんですよね。議会では止

められておりますけれども、まずは行政からどうでしょうか、町

長、今まで年に３回なら、これからは年に毎月とかいうように、

定期的なそういう町長間の定例協議会的なものとれないでしょ

うか。 

１点だけ教えてください。 

 

（今宮 裕明議長） 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 
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 近いわけですのでね、努力すれば、そういう機会も設定できる

かもわかりませんけれども、基本的には行政区と言うんですか、

徳島県と高知県ということで特殊な事例だけを協議していると

いう状況もございます。 

 補助制度のことにしてもですね、やはり、色んな困難な状況も

あります。 

 ただ、広域的な取組みは、それぞれ各県でやっておりまして、

当然、高知県も安芸広域の中にあるわけでございます。徳島県は、

徳島県なりの海部区域というものがありまして、それぞれ広域の

中で取組んでいる事業もありますので、お互いですね、情報交換

しながらやっていくというふうには、色んな DMV も含めまして、

阿佐東線の会なんかでも、割と早めに行ってですね、色んな情報

交換をしているというようなことがありますので、いざとなれ

ば、忌憚のない意見交換もできるというふうに自分も思っており

ます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 安倍さんとトランプさんのような関係になっていただきたい

と思いますね。 

 それから、確かに県境問題あります。これは、なかなかクリア

難しいと思いますが、今後、同じ身近な関係ですので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは、１２番目の質問に入ります。 
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 １２番、建築職人などの新規就業者育成についてということ

で、１点お聞きします。 

 現状この東洋町で、このままでは、左官、大工などの職人がい

なくなります。親方が現役中に、後継者の養成をしておくべきで

はないか。農林漁業には、新規就業促進補助、あるいはまた、農

業、林業にもありますが、そういうそのものは、研修補助制度が

ないか、だいぶ調べました。県の方にはございません、現在。そ

こで、町独自の制度の創設をお願いしたいと思いますが、町長の

考えをお聞きしたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

 伊吹産業建設課長。 

 

（伊吹 真貴博産業建設課長） 

 田島議員の質問にお答えをいたします。 

 まず、私の方からですね、田島議員が言われるように、農林漁

業の一次産業については、新規就業者、担い手育成の研修費用の

補助金はあります。これは、国や県の補助事業を活用しています

ので、本町の負担は少なくて済んでおります。 

 町単独の補助制度となると、厳しい財政状況の中では難しいの

ではないかと思います。 

 また、補助制度を策定するうえで、新規の担い手者等からの要

望が多数あることや指導者の確保の問題などもあり、現在の大工

や左官の仕事の受注状況は、けっして多くないと思います。 

 その中でも、担い手育成の要望があるのであれば、また、協力

体制が可能であれば、今後、検討をしていく必要があると考えて
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おります。 

 以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 確かに、プレハブは、組立なんかが増えましたね。昔のような

日本式の大工、左官とか、だいぶ必要が少なくなってきておりま

す。それは認めます。 

 しかしながら、今のうちに手を打たなければ、大工、左官、そ

れから、鉄工所、あるいはペンキ屋さん、ペンキ屋さんはおられ

るか、そういう職人といわれた方が、これから、ほんとに絶滅危

惧種になっておりますので、どうか行政の方からよろしくお願い

したいと思います。 

 県の方に行ったときには、県の方も貴重な意見をいただきまし

たと、これは、県全体の問題として、今後、機会があれば、それ

をテーブルの上にのせていきたいと思いますという返事をいた

だいております。 

 どうか、町の方もよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、１３番目の質問に入ります。 

 住民人口の減少が続く奥地区への福祉バスのデマンド運行に

ついてということで、２点お聞きします。 

 これは一遍でかまいませんか、別々ですか。 

 空席での運行が多いとの苦情が根強い定期運行の過疎バスを

予約制にして無駄を省けばどうかということです。 
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 もう一遍どうでしょう。一つにしますか。 

 

（今宮 裕明議長） 

 一問。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 はい、わかりました。 

 

（今宮 裕明議長） 

 田岡地域包括支援センター事務局長。 

 

（田岡 いずみ地域包括支援センター事務局長） 

 田島議員の質問にお答えいたします。 

 過疎バスの運行についてですが、以前にも予約制を検討した

ことがありますが、予約制では委託先の拘束時間が長時間とな

るため、本業のハイヤー業に支障をきたすことや委託料の増加

にもつながるおそれがあります。 

 そのようなことから、今後も、現在の方式でやっていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 いや、私の言った予約制というのは、その今の定時に合わせた

予約なんです。いつでもかまんというのではなくてですね。 
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議長 

今、９時、１０時、１１時というように定期で、９時、１０時、

１１時の時間内の予約ということでございますので、もう一度、

答弁お願いします。 

（自席から、もう一遍説明しようか、と発言あり） 

（結局、客のおらんところへ迎えに行くことを省きましょうとい

う説明をしただけです、と発言あり） 

 

（今宮 裕明議長） 

田岡地域包括支援センター事務局長。 

 

（田岡 いずみ地域包括支援センター事務局長） 

 

 田島議員の再問にお答えいたします。 

 予約制を行って、今の定時の時間でバスを出していただくとい

うことですが、すいません、そちらの方を行っても委託料には変

更はないということで、現在の方式でやっていきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 住民さんの意見というのは、やはり、空便で走るのはもったい

ないということが主旨やったんですけれども、これは、もう一度、

住民さんとも相談してみます。 
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 それから、２つ目の質問ですが、そういう、もし、浮いたらと

いうことで想定してから、この２番入れたんですけれども、その

つもりで、ちょっと聞いていただきたいと思います。 

 買い物弱者が店に注文した商品を、デマンドで浮いたお金で、

バス業者に配達委託をしてはどうかということでございます。 

 これは、もちろん、業者と住民さんの協議が必要でございます

が、そういうことはできないでしょうか。 

 

（今宮 裕明議長） 

田岡地域包括支援センター事務局長。 

 

（田岡 いずみ地域包括支援センター事務局長） 

 田島議員の質問にお答えいたします。 

 現在、東洋町社会福祉協議会の事業で、先ほど、田島議員が言

われました宅配サービスを実施しているところでございます。 

 現在の対象地区は、大斗、川口、真砂瀬、名留川、内田、つづ

ら、別役、押野地区となっております。 

 以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 三回目の再問させていただきます。 

 それで、どのようなスケジュールでやっておられますか。どの

くらいの利用者がありますか。それで住民さんのニーズは、それ
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でフォローできておりますか。 

 以上、３点聞きます。 

 

（今宮 裕明議長） 

田岡地域包括支援センター事務局長。 

 

（田岡 いずみ地域包括支援センター事務局長） 

 田島議員の再問にお答えします。 

 宅配サービスの利用者数ですが、２８年度実績は、４７名とな

っております。 

 サービスの内容につきましては、水曜日の午前中までにお店２

店ですが、野根スーパー、または、フェニックスに利用者が直接

電話をしていただくようになっております。 

 配達については、毎週水曜日の午後２時から４時までの間にな

っております。 

 利用料は、配達１回に付き１００円となっております。 

 奥三地区とかは、近隣に買い物するような店がないので、住民

の方にはフォローになっているのではないかと思われます。 

 以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それでは、１４番目の質問させてもらいます。 

 もう聞くのも嫌やろうけれども、この野良猫増加対策を問うと
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いうことで入れておりました。入れた以上、ちょっと質問させて

もらいます。 

 町内各地で、家に入り、畑を荒らす、倉庫や小屋を巣にして子

は産む、フン害で公園、砂場でも遊べない、果ては、ネコノイロ

ーゼになって、住民同士の争いにまで発展し、さらに、マダニに

よる死亡例など、動物愛護は大事ですけれども、餌付けなど無責

任な飼育によって多数の被害も出ております。 

 そこで、放し飼いや餌付けなどの、迷惑防止や飼育責任を明確

にした町動物飼育指針、これは仮称でございますがね、仮称を設

定し、野良猫増加と被害の防止対策を求めたいですが、いかがで

しょうか。 

 

（今宮 裕明議長） 

 蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 

 田島議員の質問にお答えをいたします。 

 猫の増加対策につきましては、今後も引き続き検討して参りた

いと思っておりますが、まずは、提案にあります、雌猫の不妊手

術補助金制度から実施をしたいと考えております。 

 以上でございます。 

（自席から、この今言う指針のことはどうで、と発言あり） 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 
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（田島 毅三夫議員） 

 私の聞いてるのは、この指針をどうということでございます

が、これについて、もう少し具体的にと言いますか、もう少し、

踏み込んだ答弁を求めたいと思います。 

（自席より、今すぐにできなくてもね、と発言あり） 

（自席より、よっしゃ、えい、と発言あり） 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 通告に出してあるんですからね、やはり、それぐらいには、ど

うするかぐらいの少々は答弁は欲しいと思います。今後、気を付

けてください。 

 ２つ目の質問になります。 

 登録制にして、飼い主の名前や性別などを記入した首輪を付

け、野良猫との識別ができるようにしてはどうかという質問でご

ざいます。 

 お願いします。 

 

（今宮 裕明議長） 

 蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 

 田島議員の質問にお答えをいたします。 

 野良猫と識別ができましても、その野良猫を捕獲処分などする
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ことができない、うちも愛護の観点からできないことになってお

りますので、まずは、不必要な繁殖、飼い主のいない猫の増加を

抑えていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 休憩取って、考えらせてもらわんといかんな。えらい、意味が

わからない。 

 では、お聞きしますが、捕まえたらいかん猫を、もちろん飼い

猫はわかりますね、持ち主さんがおられます。ほんで、餌付けし

よる分についても、餌付けしゆう方は、ある程度の掌握はできる

と思います。 

しかし、まったくそれでない野良猫対策というのを、うちは一

番主にしてるんですけれどもね。それと、識別するために、飼い

猫と野良猫との識別するために、この提案をしているんですよ。 

そうしなければ、まず、そこから始まらなければ、この今言う、

野良猫退治はできないと思います。 

もう一度、答弁お願いします。 

 

（今宮 裕明議長） 

 蛭子住民課長。 

 

（蛭子 浩久住民課長） 
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 再問にお答えいたします。 

 管理されていない猫につきまして、例えば、美化活動に取組む

グループ等が、一定の期間、見守っていただきまして、この猫は

飼い猫でないだというような確認ができれば申請が可能と考え

ております。 

 以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 どうしても、噛み合わんな。 

 美化グループというのは、どこにあるんですか。町にあるんで

すか。この質問は、これで終わっておきます。 

１５番目の質問に入ります。 

これ、朝の質疑の中にもありましたので、重複しますがお許し

ください。 

 １５番、ふるさと納税の仕組みと資金活用についてということ

で、３点お聞きします。 

 ２８年度は、７７４５万円寄付があり、その内７１．５パーセ

ントの５３２３万円分の返礼と、私の計算では２６０万円だった

んですが、手数料などが支出され、実質町収入は、約２５パーセ

ントの１８５７万円となっております。 

 返礼額の多いのは、地場産業の振興につながる、こう考えて、

私も賛成やったんですけれども、今回、返礼品を３０パーセント

以内に抑えたいと国の通達がありましたね。 
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本町としては、どう対応するのでしょうか、町長にお聞きした

いと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

 大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

 田島議員のご質問にお答えいたします。 

 ふるさと納税の返礼品につきましては、本町の地場産業の振興

に十分つながっていると考えております。 

 今回、総務省から、各自治体に対し、ふるさと納税の返礼品の

金額を３割以下に抑えるよう通知が出されましたが、現段階で、

ふるさと納税の制度の存続にも関わってくることから、自治体の

足並みを揃えていく必要があるのではないかと考えております。 

 今後も、国、県及び各自治体の取組み状況を注視しながら、情

報収集に努めて参りたいと考えております。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 町独自では、そういう考えで連携しながらというとことでござ

います。 

 ２つ目の質問に入ります。 

 返礼品の選定は、現在、寄付者の希望に任せてますね。チョイ

スを使ってですね、そして、その寄付される方は、選んでからそ
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れを申込みしていくと、こう形になっていますね。 

他の産品も返礼できるように、お任せセットの追加を求めた

い。意味わかるでしょうかね。チョイスだけでなしに、東洋町の

方から、このもうセットにして、あらゆる品物を返礼、チョイス

の中に入らないような物も返礼させてあげたいという意味から

も言っております。 

難しければ、１品だけでもお任せにできないか。 

答弁を願います。 

 

（今宮 裕明議長） 

 大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

 田島議員の質問にお答えいたします。 

 ふるさとチョイスの運用上、現在、寄付者が寄付額に応じて返

礼品を選んでいる現状がございますので、お任せセットの設定は

難しいのではないかと判断をしております。 

 現在、返礼品の種類になりますが、米とか、野菜、魚などを組

合わせることによって、寄付者に、より選択肢を増やして返礼品

の充実を図っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 
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 確かに、海産物なんかは人気がありますね。ポンカンなんかも

ありますね。 

ただ、それ以外の方のちょっと人気の少ない人等の分もなるべ

くということで言ったんです。 

そうすることによって、新しい加工品もできてくると思います

んで、そういう意味からも、ぜひ、これは今後、検討課題として

いただきたいと思います。 

３つ目の質問に入ります。 

 ２８年度は、２０００万円が積立てられ、現在、２６９８万円

がプールされていると、こう聞いております。 

しかし、この寄付はですね、今日の町長の答弁では、まだ、そ

この目的と言いますか、使い道まで設定するまでは、ちょっと金

額は少ないと、こういう答弁がありましたね。 

しかし、金額は別にしまして、やはり、目的と言いますか、何

に使うとかというぐらいは、やはり、その寄付者の方に、納税者

の方に、伝えるべきじゃないか思うんですが、町長、一言、答弁

お願いします。 

 

（今宮 裕明議長） 

 松延町長。 

（松延 宏幸町長） 

 先ほどの総務課長の答弁にもありましたけれども、町がです

ね、ああしろ、こうしろというようなやり方、今のところは、や

っておりませんので、これとこれを組合わせてこうしなさいとい

うような指導はしておりません。 

 あくまでも、取扱業者の創意工夫ということで、当然に、魚と
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米なりセットにしたりとか、それは取扱業者にお任せをしている

という段階でございます。 

 そういった物は、人気な物が出れば、当然、取扱業者もですね、

それに力を入れていくというようなことをしているところでご

ざいます。 

 それと、使途ですかね、寄付していただいた方の、これは、午

前中の答弁にもありましたように、町長お任せコースというのが

４０パーセント占めております。あとは、子育て支援関係が１８

パーセントを占めてるということでございます。 

 そういうようなことも参考にしながらですね、５千円から１万

円の中で、子育て支援と言いましてもですね、なかなか難しい分

があります。ある一定の金額に、積立てできないとできないわけ

でございまして、目途といたしましては、やはり、一定の基金の

造成、今のところ１億円以上が造成できればですね、その活用策

を検討したいというふうに思っておるところでございますので、

先々のご心配ありがとうございます。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 それでは、１６番目の質問に入ります。 

 町勢浮揚は人口増加が第一、仲人や婚活の推進が課題というこ

とで、質問を作らせていただきました。２つ作りましたが、まず、

１つ目。 

 ３０年後の町人口は千人に、これはちょっと、人数はちょっと、
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勘違いしておるかもしれません。お許し願いたい。 

県は、求人数より就職希望者の絶対数が足らない完全雇用状態

を宣言しましたね。 

町人口の減少防止、増加対策として、まとまれば、１組まあ５

０万円というのは多すぎるかもわかりません。これは、検討課題

です。ぐらいの仲人奨励金と当事者にも同額のお祝い金をだして

はどうか。 

また、その費用にふるさと納税の積立金を使ったらどうかとい

う質問でございます。 

よろしくお願いします。 

 

（今宮 裕明議長） 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 お答えいたします。 

 婚礼の奨励金ということ、 

 （自席から、婚礼というよりは仲人、と発言あり。） 

 仲人に対するということでしょうか。 

 （自席から、はい、と発言あり。） 

これはですね、色んな制約があるのではないかなというふうに

心配もしております。 

個人のプライバシーの問題でありますとか、なかなかですね、

色々な問題があるのではないかなと認識しておりまして、直ち

に、その仲人の方に町が何らかの助成をするというようなこと

は、今のところ考えておりません。 
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あくまでもこれは、ボランティア活動としてですね、やってい

ただければありがたいかなと思っております。 

またですね、移住なんかにも優遇するような町村もあるようで

ございますけれども、そのような助成金なんかでもいただいてか

らすぐ転出するというような事例もあるようでございますので、

色んな補助制度を検討する中でも、このようなことは慎重に検討

しなければならないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 確かに、そういう問題も聞いております。 

 ただ、県の方にも聞き合わせましたが、やはり、県の方にもそ

ういう個人に対しての援助を行っていませんと、・・・もありま

せんと、こう言われました。 

 それから、メールや、現在、海陽町の担当の方に聞きました。

それとやはり、今、仲人的なそういう仲介と言いますか、紹介と

いうのは、今、時代遅れになっていると、メールやネットでのそ

ういう個人的な付き合いが多くなって、なかなかそういうもの

は、広がらないでしょうと、進まないです、こう言われました。 

 ところが、高知県の方では、逆にですね、ネットとかメールと

か、それから婚活というのが後で出ますが、婚活や言うものは、

行政の婚活というのは、なかなか頭打ちになって、なかなか集ま

らないと、こういう問題があって。今、逆に、この仲人というこ
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ういう形の方が、今、なかなか成果があがっていると、こういう

報告も受けました。 

 そういう意味からもですね、これは確かに法的な問題もあると

思いますけれども、それはまた、頭絞っていただいて、何かそう

いう金額は別にしてですね、方式もまた色々考えて、何とか住民

間での出会いを斡旋するような仕組みづくりをしていかなけれ

ば、私は、これは、大変なことになると思っています。 

 町長、答弁があればもう一度。 

 

（今宮 裕明議長） 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 お答えいたします。 

 婚活といいますかね、こういったことも、時代の流れの中でで

すね、大変難しいような状況にあるわけでして、婚活という言葉

自体を使うとですね、まず、集まらないと、いうようなこともお

聞きするわけでございまして、名前を変えてですね、色んな勉強

会みたいな何かの名前を変えて広域的に取組むと。 

東洋町の場合でも、民間の方が、室戸市、海陽町を含んでです

ね、そういう場を設定して、白浜でバーベキュー大会みたいなこ

とをね、取組んだ事例もあるわけでございますが、県もそのよう

なことも色んな難しさもわかっておりますので、午前中にも移住

促進の人材活用センターの中で色んなイベントも考えていくと。 

この中に、今、直ちに、婚活が入っているのかどうかは、ちょ

っとわかりませんけれども、７月に設立をして、まだ、準備中と
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いうことでして、１０月の中旬ぐらいから運営を開始するのか

な、そういうふうな段取りもしているわけでございますので、 

（自席から、町へ、と発言あり。） 

いえいえ、県がそういう一般社団法人を設立したというような

ことでございます。その中で、移住とセットにして、色んなイベ

ントも考えていると、そういうような流れにはなっておりますけ

れども、個々の自治体でですね、色んな取組みというのはなかな

か難しい時代が来ているのかなというように感じております。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 我々、行政、あるいは、議会の中でこういう話をしながら、ま

だ住民さんの中には、そういう何を待ってる、出会いを待ってる

人、いっぱいいるんですよね。町の中にね。そういう人たちのた

めにも何とかという考えで質問しております。 

 ようするに、こういう婚活やらイベントでは人が集まらない、

だから、この仲人とかそういう形でやりませんかという質問やっ

たんですよ。 

 以前に私、自分事ですいませんが、海陽町で一組紹介さいても

らうと５万円いただいたことがあります。本人同士からは、一切、

いただいておりません、ボランティアです。ところが、行政から

出たんで、それはいただきました。 

 そういう形をぜひやってもらいたいという意味での質問でご

ざいました。 
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 続いて、１７番の質問に入ります。 

 たばこ被害と受動喫煙についてということで、何点かお聞きし

たいと思います。 

 国会はですね、今、受動喫煙防止法で、ちょっと今、問題がず

れたもんで、止まっておりますけれども、受動喫煙防止法でもめ

ております。 

日本人の死因の１位はガンであり、その原因のトップは喫煙

で、２位は、受動喫煙の副流煙害と聞いております。 

 先進国では、飲食店や家庭、公園など、特に子どもの前での喫

煙は、罰則付きで禁止されていると聞いております。 

たばこ屋さんへの影響が気になりますけれども、もともと２０

歳までは吸わないたばこであります。吸い始めるのは、そこに、

たばこがあるからであり、最終的には製造、販売の禁止しかない

と考えております。 

以前、住民による禁煙活動が行われ、庁舎内が分煙になりまし

たが、分煙しても副流煙は８メートルも飛ぶと聞いております。 

そこで、一つ目の質問でございますが、現在、庁舎内は分煙と

なっておりますけれども、妊婦や子ども達、不特定多数の人が集

まる学校や公民館など、公共施設敷地内の全面禁煙を求めたいが

どうでしょうか。 

お聞きしたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

 川田教育長。 

 

（川田 真由美教育長） 
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 田島議員のご質問にお答えいたします。 

 庁舎、また、学校、公民館等では、一部で敷地内禁煙が未実施

の施設もありますが、施設内はすべて禁煙となっております。 

 敷地内全面禁煙については、私の一存では、ちょっとお答えい

たしかねます。 

 はい、すいません。 

 

（今宮 裕明議長） 

 松延町長。 

（議席から、最後に・・・と、発言あり。） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 私の質問の言い方が悪かったですかね。 

学校関係だけの敷地内やなかったんです。全体の公共施設とい

うことやったと。ここの庁舎内も全部入ってたんですけれども。 

もう一度、また、お聞きしたいと思いますが。 

次に、町長にお聞きするとして、二つ目の質問に入っていきま

す。 

小中学校で、映像講習や禁煙者の体験、討論会などを聞いて、

たばこの怖さを知ってもらい、大人になっても吸わないように、

煙害の勉強を提案したいと思いますが、これは、教育長、お願い

したいと思います。 

あとで、町長、また、ほの、さっきのお願いします。 

（議席から、はい、と発言あり。） 
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（今宮 裕明議長） 

 川田教育長。 

 

（川田 真由美教育長） 

 学校内での禁煙についての勉強ですが、警察署や関係機関等に

より講師を招聘して、各学校で薬物乱用防止教室、また、非行防

止教室の中で学習をするとともに、保健体育の授業を中心とした

健康教育でも取上げ、煙害についての授業を各学校、行っており

ます。 

（自席から、町・・・と発言あり。） 

（自席から、議長、自席からのやりとりは、と発言あり。） 

 

（今宮 裕明議長） 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 公共施設の全部の公共施設ということに対する答弁というこ

とでよろしいでしょうかね。 

 学校とかは、それぞれの学校現場の意見もありますし、学校の

先生方、あるいは、教育委員会の立場もあろうかと思いますが、

全体的に庁舎も含めましてですね、分煙ということで、敷地内ま

では禁煙ということにはしたくないなという人もおります。 

 建物の中はですね、当然、そういうことで禁煙ということにな

っておりますが、当然、このことは、今日の質問の中でも肩身を

狭くして一番答えづらい質問というふうに思っておりますので、

ご理解願いたいと思いますが、このたばこもですね、大変、社会
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7 番議員 

情勢の中でも厳しくなってきておりまして、本町のたばこ税収入

もですね、２８年度決算では７５０万円ということでございます

が、これも貴重な一般財源でございますので、行政の立場からは、

たばこは吸わないようにということですが、買ってはいただきた

いなというふうにも思っております。 

 そういうこともございますので、全面禁煙というのは、なかな

か現段階ではお答えしかねるということでございます。 

（自席から、歯切れが悪いな、と発言あり。） 

喫煙者です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 時間どれくらいありますでしょう。残り。 

 

（今宮 裕明議長） 

 １５分くらい。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 聞くことによりますと、職員さんは５０人、約５０人おられる

中で、９人ぐらいが喫煙していると、こう聞いております。そう

いう２０パーセントぐらいですね。そういう方に対する気遣いも

あるんだとは思いますが町長は。仮に、施設内の禁煙をしたとし

てもですよ、先ほど言ったように８メートル副流煙が飛ぶという
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ことなんですよね。うちの局長も吸われます。外で吸っても、戸

が開いちょったらどんどん入ってきます。こういうことも体験し

ております。 

 そこで、これやはり、今後、今ここで即答せえとは言いません

が、町長、職員さんの健康も考えて、あるいは、第三者のことも

考えて、敷地内全面禁煙の方向に向かって、今後、検討、努力し

ていただきたいと思います。 

 それから、小学校、中学校のことについてもですね、以前、私

が小学校にお願いしたときには、薬害防止の、その今言う、講習

なり勉強はしていますので、たばこについては必要ないと、こう

いうお答えいただいたんですよ。もう、だいぶになります。 

 この最後に載っているこの、あれ、どれやったか、禁煙運動し

た時ですね、それです。その時、やった時に、聞いた時には、そ

ういう答えでした。 

 そういうことで、私は、質問入れたんですが、現在、やってお

られるんやったら上等です。 

 それでは、三つ目の質問に入ります。 

町広報やら、ほかの町のそういうものでですね、情報源で、煙

害の怖さや禁煙の大事さをシリーズ化して、掲載して、禁煙の町、

東洋町を全国にアピールしませんかという、質問をしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

（今宮 裕明議長） 

 松延町長。 

 （自席から、これで終わりますので、と発言あり。） 
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（松延 宏幸町長） 

 先ほどですね、お答えしたとおりでございまして、この９名の

中に入っておりますので、私も入っておりますのでですね、肩身

が狭い立場で答弁をしているというところで、ご理解を願いたい

と思いますけれども、直ちにですね、禁煙の町というようなこと

は時期尚早ということで、ご理解を願いたいと思います。 

 当然、社会情勢の中で、そのような時期も来るのかもわかりま

せんが、今のところ、そういうことでございますので、ご理解を

願いたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 苦し紛れの答弁でございましたけれども、私の考えはですよ、

今ならまだ吸っていない子ども達がおられますね、小学校、中学

校の方、二十歳までの方がね、そういう方がこれから今後、どれ

ばのパーセントの方が吸うようになっていくかわかりませんけ

れども、百害あって一利もないこの万病の元たばこであります。 

 その怖さを知ってもらってですね、生涯、非喫煙者になってい

ただきたい、そればかりで思っております。 

 そのための質問でございましたが、これは、今日、議員、また

は、職員さん全部おられますが、どうでしょうか、それひとりひ

とりでも心の中にそれ受止めていただいて、また庁議なり、色々

なところで話し合いをしてもらいたいと思います。教育委員会も

同じでございます。 
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 それでは、最後の質問に移ります。 

 １８番目の防災と復興には、高台移転しかないということで、

何点かお聞きしたいと思います。 

 ４月にですね、二度目の東北復興現状の視察をしてきました。 

想定波髙の波が来れば、ほとんどが浸水、流失するという本町

にとって、高台移転の必要性を改めて痛感して帰ってきました。 

 現地では、被災地への住宅建築が禁止され、東松島の野蒜町な

どは、地区全体が造成地へ移転し、女川や南三陸、陸前高田など

は、町の中心地を１０メートルも埋め立てして、高台に造成して

おりました。 

 他山の石とするか、身に充てた教訓として対応するかは、町長

の判断ひとつでありますが、町長の考えをお聞きしたいと思いま

す。 

 

（今宮 裕明議長） 

 大坪総務課長。 

 

（大坪 靖幸総務課長） 

 田島議員のご質問にお答えいたします。 

 高台移転を検討するにいたしましても、宅地造成、水道や道路

のインフラ整備に、その費用だけでも莫大な公的資金が必要とな

ってきます。 

 また、移転を希望されます住民の方々におかれましても、相当

の決断と移転費用が重くのしかかることが想定をされます。 

 高台移転は防災の視点から見ますと住民の安全性は十分確保

できる反面、安全重視の町づくりが高齢化社会をすでに迎えてい



１５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

７番議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る本町にとって、新たなコミュニティの形成や生活面でどのよう

な影響がでるのかを十分検討する必要があると考えております。 

 以上です。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 最後に言われましたね、本町がコミュニティの問題や、あるい

はまた、生活の問題がありますとこう言われました。 

 しかし、流されてしまったら、コミュニティも生活もないんで

すよ、ね。それなら、そのまま放置すれば、何千人おろうが、何

万人おろうが、その人たちはばらばらになって、全国に散らばっ

てしまうんですよ。 そういう意味からも、ひとつにまとまるた

めには、やはり、これは高台とこういう意味でございます。 

 それから確かに初期費用は高いと思います。髙と思いますけれ

ども、ところが、失う生命、財産、個人のですね。それから、復

興にかかるインフラ等のですね、復興にかかる、元どおりの生活

にもどるまでの復興費用というのは、それは、なかなか初期費用

と比べたら何倍も何倍もかかるんですよ。 

そういうことを考えたらですね、私は、これは、課長の言われ

たような答弁では納得できないと思います。 

二つ目の質問に入ります。 

高台移転への検討会の設置ということで、お聞きしたいと思い

ます。 

高台移転には、土地の確保や造成費用など、初期投資は大きい
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議長 

が、住民さんの生命、財産の保護、人口減少防止、莫大な復興費

などを考えると安いものと考えております。 

先ほど、私が話したことでございます。 

公助、自助の避難、避難場所の整備によって、人命の安全だけ

は確保できると思っております。しかし、家や財産を失った人が、

災害法で元の土地に家を建てられないとなればですよ、どこへ行

くんでしょうか。どこへ、行くのですか。 

高台移転は、防災及び復興のベストの対策であり、住民、消防、

議会も含めて、仮称高台移転対策協議会をですね立上げ、全町あ

げた高台造成、移転の協議に取組もうではありませんか。 

その中で、色々な言われた問題点をクリアしていく、あるいは

また、ダメならダメで 

 

（今宮 裕明議長） 

 田島議員。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 はい。 

 

（今宮 裕明議長） 

 これは、①、②一緒になっておりませんか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 なった。なった。 

 

（今宮 裕明議長） 
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 これで、いいんですか。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 うん。ほんで、これはもう 

 

（今宮 裕明議長） 

 これは、一つとして、とらえますよ。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 うん。了解。 

 ほんなら、それで、答弁お願いします。 

 

（今宮 裕明議長） 

 松延町長。 

 

（松延 宏幸町長） 

 これまでにもですね、高台移転につきましては、色々とご提言

していただいておりますけれども、確かに、すべての民家もです

ね、すべての公共施設も、そのような適地があれば、移るという

のがベストだとは思います。 

 が、今現在ですね、極端に言えば、明日来たらどうするという

流れの中で、今やれることを補助制度、あるいは、有利な起債な

どを活用して、今やれることに取組んでいるところでございまし

て、今は、その適地も含めてですね、なかなか難しいのではない

かなという現実的ではないというふうに、今のところは考えてい

るところでございまして、理想は理想でございますが、用地のこ
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とも含めますとですね、そのような会を立上げても、まず、用地

をどこにするかというふうなことも含めましても個人の財産と

いうような問題もございますので、用地交渉などは、できるだけ

水面下で交渉するというようなことが基本だというふうに思っ

ております。 

 ここに土地があるから、ここがえいやないかというような議論

があるとしてもですね、用地の協力ができなければ、時間だけが

経つわけでございまして、今やれることは何かと言えば、まず、

避難路を造る、あるいは、浸水区域であっても避難タワーを建て

る、あるいは、津波が来ないところに防災倉庫を建てるというこ

とで、予算の範囲の中で、懸命に取組んでいるところでございま

して、当然に、財政的余裕があればですね、そのような検討会も

立上げて、適地探しも含めてですね、長期的なことも必要かと思

うわけでございますけれども、今は、そのような余裕がない中で、

今やれることを一生懸命やるという段階だということで、ぜひ、

ご理解を願いたいと思います。 

 

（今宮 裕明議長） 

 ７番、田島毅三夫君。 

 

（田島 毅三夫議員） 

 締めくくりの質問でございます。 

 町長の考え方といいますか、よくわかりました。 

 確かに、私たちは、チェックする方の議会と、それと、それを

答えるその立場との違いは、それは、もちろん、わかっておりま

すけれども、私が言っているのは、だから、今言うように、即、
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それを、かかれというんやないんです。必要かどうかから検討に

入りませんかと、それによって、その住民さんの方から意識が高

揚してですね、向上してですね、これはいかん、やはり、高台移

転が必要ということになれば、じゃ、どうするかというような形

の段階を踏んでですね、どちらにしても、まず、そこから入って

いきませんか、そういう会を作ったらどうでしょうかという質問

やったんですよ。 

 どう言いますか、いつ来るかわかりません。３０年になるか、

５０年になるかわかりませんが、必ず来るんです。来てからでは

遅いんです。そのためのことを、今、私は、提案をしております

が、また今後、これは、そのことをよく踏まえていただいて、職

員さんも、また、我々議会も考えていきたいと思います。 

 もう１だけ教えてください。 

 一つの私の提案ですが、例えばですよ、山を切開いて埋め立て

して造成する、あるいは、あれはどこやったかな、女川やったで

すかな、山からこうトンネル抜いてやってきたん、どこやったか

な、土をほのね、送り込んできて埋め立てしよった所がありまし

たが。 

 今後、高規格道路が何年先になるかスケジュールが、まだ聞い

ても言ってくれませんが、必ずそれはできます。 

その時にですね、トンネルを抜くと思います。抜いた時に土が

余るんですよね。その土を、たぶん、国交省もどうするかという

ことに困ると思いますんで、その時までに、東洋町の方で、ちゃ

んとした高台造成のような、そういう計画を立てておればです

よ、その土をそのままタダでもらえるんじゃないかと、そういう

考えもありますので、一つ参考にして検討していただきたいと思
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います。 

 以上で、終わります。 

 

（今宮 裕明議長） 

 田島毅三夫君の質問が終わりました。 

 以上で、本日の議事日程は、すべて終了しました。 

 これにいて、本日の会議を閉じます。 

 これで、平成２９年第３回東洋町議会定例会を閉会します。  

 どうも、お疲れさまでした。 

 これにて、議会放送を終了いたします。 

 

（閉会時間：午後３時３６分） 
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